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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和７年９月29日（月）議事日程 

開 議（午前10時） 

 日程第１  一般質問（通告順による） 

鹿島市議会令和７年９月定例会一般質問通告書 

 

順番 議  員  名 質    問    要    旨 

７ ４ 中 村  日出代 

１．令和６年度鹿島市生涯学習課業務委託に関する住民
監査請求結果について 

 (1)監査制度の目的について 
 (2)予定価格の算定について 
  ①鹿島市物品役務等の見積徴収適正執行のための指

針について 
  ②入札業者から提出された参考見積書について 
  ③監査委員の判断及び理由について 
 
２．市行政事務の度重なるミスの発生について 
 (1)松尾市長の市行政事務の度重なるミスの発生への見

解について 
 (2)令和７年６月６日発表、生活保護における加算の認

定漏れについて 
 (3)令和７年８月20日発表、戸籍証明書（除籍謄本）の

誤交付について 
 (4)令和７年８月27日発表、鹿島市プレミアム付商品券

当選者通知の誤発送について 

８ ３ 笠 継  健 吾 

１．ゼロカーボンシティの取組みについて 
 (1)2022年（令和４年）９月ゼロカーボンシティ宣言

後、どのような取組みがなされてきたか 
 (2)再生可能エネルギー、太陽光発電の設置状況はどう

か 
  企業の取組み、個人の取組み、補助金の内容はどう

か 
 (3)公共施設のLED化はどうか、採算面を概略説明くだ

さい 
 
２．森林環境整備の取組みと森林環境譲与税の資金の状

況について 
 (1)現在までの森林整備の取組み状況はどうか、資金の

動きはどうか 
 (2)整備を実施している対象とその割合、対象でない理

由は何か 
 (3)間伐整備で森林の中は整備できていると思われる

が、外面からは整備の状況が感じられない。市道上
は荒れており、整備の必要性を感じるがどうか。 

 
３．災害時の避難場所の環境対策はなされているか 
 (1)避難所として指定している場所はどこか。準備して

いる物は何か、間仕切り等はどうか、簡易トイレ、
女性専用はあるか。 

 (2)暑さ、寒さ対策（空調の設置）はどうか 

 



- 180 - 

⿅島市議会会議録 

順番 議  員  名 質    問    要    旨 

９ ９ 松 田  義 太 

１．水道事業の維持管理について 
 (1)水道施設（配水管等）の現状について 
 (2)更新計画の進捗状況について 
 (3)水道施設の老朽化に伴う漏水事故、断水の発生状況

について 
 (4)今後の水道施設の更新、耐震化の取り組みについて 
 
２．教育環境の充実について 
 (1)小・中学校の体育館、特別教室の空調設備について 
 (2)小・中学校トイレの洋式化について 
 (3)学校施設管理の充実について 
 
３．市施策のデジタル化の取り組みについて 
 (1)プレミアム付商品券について 
 (2)かささぎでGo！キャンペーン第４弾について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（徳村博紀君） 

 皆さんおはようございます。現在の出席議員は16名であります。定足数に達しております

ので、ただいまから本日の会議を開きます。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（徳村博紀君） 

 本日の日程は、お手元の議事日程どおり一般質問を行います。 

 通告順により順次質問を許します。４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 おはようございます。４番議員の中村日出代です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、質問に入ります。 

 ９月議会の質問項目は２項目です。１、令和６年度鹿島市生涯学習課業務委託に関する住

民監査請求結果について、２、度重なる市行政事務のミスの発生について質問いたします。

小さい項目は省略させていただきます。 

 それでは最初に、大きな項目について総括質問を行います。 

 １の監査請求結果についてです。 

 住民監査請求については、今年４月21日に提出されております。請求の法的根拠は地方自

治法第242条第１項です。条文が長いですので、要約して紹介します。 

 鹿島市の住民は、市長もしくは職員について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取

得、契約の締結が認められるときは、これを証明する書面を添え、監査委員に監査を求め、

当該行為を防止し、是正し、または当該行為によって被った市の損害を補塡するために必要
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な措置を講ずる請求をすることができると規定されている法律です。この法律を根拠に今回

の監査請求が行われました。 

 それでは、監査委員会に監査制度の目的について説明をお願いいたします。 

 次に松尾市長に、松尾市長は市民生活に重大な影響を及ぼした今回の行政事務のミス連続

発生についてどのような見解を持っておられるのか、答弁をお願いいたします。 

 関連質問はこの後行います。 

○議長（徳村博紀君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 私のほうには、市の行政事務のミスの発生についてどのような見解を持っているかという

ことについて答弁をいたしたいと思います。 

 職員が日頃から緊張感を持って業務に当たる、これは当然のことであります。しかし、人

間がやっていることでありますので、どうしてもミスは起こり得るものだというふうに思い

ます。重要なのは、人がミスをする前提でそれをどう減らしていくのかということにあると

思います。組織としては、あらゆる行政事務のチェック体制の検証、見直しを行い、また、

個々の職員にあっては事務能力や意識の向上を図るなど、今後、事務ミスを極力減らしてい

くように努めなければなりません。また、ミスが起こった際は情報を共有し、速やかに対応

ができるような組織づくりにも努めていかなければならないと考えています。 

 今回取り上げられました３件のミスに関しての見解としては、生活保護事務と戸籍事務の

２件、それから、プレミアム商品券当選通知の誤発送に関することとは、そのミスの性質か

らして分けて考える必要があると思います。 

 まず、福祉課と市民課のミスについて申し上げますと、職員の理解不足や不十分なチェッ

ク体制などがミスの要因となっておりまして、再発防止に向けた効果的な対応を図っていか

なければならないと考えております。 

 次に、プレミアム商品券の件についてでありますが、委託業者の確認不足がミスの大きな

要因であると考えられます。しかしながら、市が委託した事業において市民の皆さんに御迷

惑をおかけしたのは事実であり、市はこのことを重く受け止めなければなりません。委託業

者に対しては、契約に基づき厳正に指導するとともに、再発防止策を講じ、市としても

チェック体制をより強化して連携していかなければならないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 北村監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（北村直紹君） 

 それでは、私のほうからは監査制度の目的についてのお尋ねにお答えいたします。 
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 監査制度は、地方自治法第199条の規定に基づきまして、市の財務に関する事務の執行や

経営に係る事務事業が法令や条例等に従って適正に行われているかを検証することを目的と

しております。あわせて、鹿島市監査基準第１条におきましても、監査委員が行う監査、検

査、審査その他の行為は、市の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経

済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とすると定

められております。 

 また、監査委員は、地方自治法第196条に基づき議会の同意を得て選任される独立した機

関でありまして、市長その他の執行機関からの指揮監督を受けず、中立公正な立場で職務を

遂行することが制度上も保障されているところです。 

 加えて、住民監査請求制度は、地方自治法、先ほどもおっしゃいました242条に定められ

ているとおり、住民自らが市政を直接監視できる仕組みであり、市政の透明性と信頼性を高

める役割を果たしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 北村事務局長には慣れないところをありがとうございました。 

 それでは、最初の質問の令和６年度鹿島市生涯学習課業務委託に関する住民監査請求結果

について質問いたします。 

 今回の住民監査請求要旨について紹介いたします。 

 令和６年度鹿島市生涯学習課業務委託の契約締結に係る行為は、入札談合等関与行為の排

除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第２条第５項

第３号の「入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることにより

これらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているも

のを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。」の規定により、落札業者の落札率

100.00％は同法違反の疑いがあるとの請求内容です。つまり、官製談合の疑いがあるとの請

求です。この法律に違反した場合は、罰則として５年以下の拘禁刑または2,500千円以下の

罰金と厳しい処分が下されます。 

 この請求に対して監査委員の監査結果は、「本件の請求については、合議により次のよう

に決定した。当該入札に関しては、入札談合等を行うことが容易となる情報の漏洩があった

とは認められず、法令に違反しているとはいえないため、請求人の主張に理由がないものと

判断し、本件措置請求はこれを棄却する。」としております。監査結果を読んで理解できな

い解釈が多くありましたので、今回質問をいたすことにしました。 

 まず、入札制度について紹介します。 
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 入札制度が必要とされる理由は、税金という市民の皆さんの大切なお金を効率的かつ公平

に、適法に利用するための制度です。この仕組みによって過剰な支出を防ぐと同時に、仕事

を請け負った企業間に健全な競争を生み出します。その結果、公共事業の質の向上や透明性

の向上が期待されます。例えば、１億円の事業費が100％で落札されれば事業費は残りませ

ん。しかし、95％で落札されれば、5,000千円が残ります。この残った税金はまたほかの事

業に補塡することもできます。先ほども言いました、この事業費は市民の皆さんが納めた大

切なお金、税金です。法律にのっとり適法に、効率的かつ公平に利用するのは当然のことで

す。 

 それでは、住民監査請求結果に基づき質問をしてまいります。 

 請求で示されている違反のおそれがある具体的な行為について紹介します。 

 １、入札談合等を行うことが容易となる情報。鹿島市内に業者は３社あるにもかかわらず、

Ａ社１社のみに業務見積書作成を依頼した事実は、令和６年４月23日付、Ａ社から市長宛て

に生涯学習課業務委託として消費税及び地方消費税10％を含め、総額計9,499,913円が計上

されている。それを基にして、市では予定価格を、総合計から87,999円を引き、9,411,914

円としている。その予定価格も、9,411,914円とＡ社の落札額9,411,914円が全く同一金額で

ある。このことから入札談合等を行うことが容易となる情報に該当するおそれがある。 

 ２、秘密として管理されているもの。予定価格は業務委託で非公開である。 

 ３、特定の者に対して教示、または示唆すること。Ａ社１社のみの業務見積書作成を依頼

した行為は、特定の者に対して教示した行為に該当するおそれがある。通常は複数の見積書

を作成し、市は予定価格を決定しなければならない。 

 大きい２、鹿島市への損害として、１、通常の落札率を95％と仮定すれば、予定価格9,411,914

円の95％は8,941,318円で470,596円の損害を市に与えている。２、上記法律の違反であれば

入札契約が無効であり、市の損害は9,411,914円となると、違反のおそれがある行為を具体

的に指摘されております。 

 また、鹿島市業務入札心得には、第２条第２項に無効の入札の規定があります。当該競争

入札について不正行為（談合を含む。）を行った者については、入札は無効と規定されてお

ります。その監査委員が行った調査結果について、これから質問していきます。 

 調査結果の中で一番重要と思われる項目について伺います。 

 １、予定価格の算定について伺います。 

 ①鹿島市物品役務等の見積徴収適正執行のための指針について質問します。 

 初めに、鹿島市物品役務等の見積徴収適正執行のための指針の内容を紹介します。 

 趣旨は、物品役務等の予算計上をする際の参考見積り（以下、「参考見積り」という。）

の徴収や随意契約を行う際の見積合わせ等、業者から見積徴収を行う上でのコンプライアン

スの徹底やトラブルの回避を図ることを目的に見積徴収の適正な執行に向けた指針を定める。
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コンプライアンスとは、法令遵守、法令を守るということです。 

 内容を紹介します。 

 １、参考見積徴収、(1)業者選定、ア、参考見積りを徴収する際は、指名（または見積合

わせ）対象となる業者を必ず複数（原則指名競争入札は３社以上）を選定する。今回の問題

となっている入札は指名競争入札です。 

 (2)相手方への依頼について、ア、参考見積りを徴収する際は、翌年度の予算計上するた

めの参考見積りであることを相手方に対し明確に示し、その後の発注を依頼先に期待される

ことがないように努めること、また、特定の業者に集中しないように配慮すること。イ、参

考見積りを徴収する際は、原則として文書（別紙１、参考見積依頼文）で依頼することとし、

事前に所属長の決裁を得ることと定められております。 

 大きい２として活用方法、(1)各見積りの評価に当たっては、見積りの内容が依頼書の内

容（見積条件、見積依頼の仕様書等を満足し、かつ適合しているかを照合するとともに、そ

れぞれの見積りにおける相違（内容、価格も比較する）を把握し、一覧表等により評価を加

える。 

 (2)見積りの採用に当たっては、内容、価格の内訳、価格の異常値の排除や平均値（見積

りの数が多い場合は最頻度値）等の評価を加えるとともに、内容を精査し、信頼性を確認の

上、決定すること。また、過去の同一役務等の調達実績、市場価格や他の機関における契約

金額等を十分に勘案し、より適正な予定価格の設定に努めることと定められております。 

 これから監査委員の調査結果に記載されている内容について質問いたします。 

 まず、先ほど言いました(1)予定価格の算定について、監査委員の調査結果の前半を紹介

します。 

 生涯学習課は設計図書を作成するに当たり、参考見積りをＡ社からのみ徴収していた。こ

のことは、見積徴収指針に基づかないものであるが、この業務に携わった課内の職員の全て

が見積徴収指針の存在を認識しておらず、その内容の共有もなされないまま事務手続が進め

られたことが要因であると記載されております。要因とは、物事を発生させることになった

主要な原因ということです。 

 これから監査委員の質問については、今回の監査調査を市として実施し、報告書を作成し

た監査委員会の北村事務局長に答弁をお願いいたします。 

 先ほど紹介しました、担当課がこれまでの業務委託、また、事業費の入札業務において、

この業務に携わった課内の職員の全てが鹿島市物品役務等の見積徴収適正執行のための指針

の存在を認識しておらず、その内容も共有されないまま事務手続が進められたことが要因と

記載されております。 

 この結果を見て、本当びっくりすっですね。入札に関する指針を課長以下職員、みんなが

これを認識していない、共有もしていない。入札業務は、それではどういうふうにして行っ
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ていたかということですよね、普通で考えて。その内容も、これが本当であれば、生涯学習

課の職員は担当職員として入札業務について理解しないで業務を行っていたということにな

りますね。 

 そこで、質問です。川原部長に質問です。 

 川原政策総務部長は入札業務に関わる責任者として、同指針を認識も共有もしていないで

入札を実施してきたこの事案について、どのような見解というか、お考えをお持ちか教えて

ください。 

○議長（徳村博紀君） 

 川原政策総務部長。 

○政策総務部長（川原逸生君） 

 お答えをいたします。 

 本件につきましては、監査委員の結果報告書にあるとおりでございます。議員御指摘の、

課の課長をはじめ職員がそれを共有していなかったという部分について申し上げたいという

ふうに思います。 

 先ほど御紹介のとおり、参考見積りにつきましては、１社からしか徴収していなかったこ

とにつきましては、それを定めた、先ほど議員おっしゃいましたコンプライアンスなり、ト

ラブル回避を目的としたこの指針にそぐわない事務上の不備であったというふうに考えてお

ります。 

 そういう中で、それを十分に履行できなかったというところは、十分な庁内での共通の認

識ができていなかったということでありまして、これについては事務上の不備でありますの

で、十分そこは反省をしながら、今後、改善等に向けたその取組を今行っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 私は責任をどう感じているのかと質問しました。 

○議長（徳村博紀君） 

 川原政策総務部長。 

○政策総務部長（川原逸生君） 

 お答えをいたします。 

 責任については、この再発防止策をしっかり取ること、今後このようなことがないように

職員全てがこのことを共通認識としてしっかり押さえること、それに基づいて事務を執行す

ることであります。 
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 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 次に、契約は参事ですね。鹿島市物品役務等の見積徴取適正執行のための指針を認識して

いなかった。これは各課が業務として通常行っている入札業務の指針ですね。その基本中の

基本の見積徴収適正執行の指針を課の全職員が認識していないで職務を行っていた。令和６

年度の入札総件数は154件で総金額11,874,415,455円ですね。その中の業務委託の総件数と

契約金額をまず教えてください。 

○議長（徳村博紀君） 

 森財政課参事。 

○財政課参事（森 隆文君） 

 お答えいたします。 

 令和６年度の業務委託の件数は44件で、契約金額は117,386,367円となっております。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 117,380千円、この契約を、指針も知らないでその業務を行っていたというのがまず信じ

られんですね。信じられんでしょう。 

 ここで、毎年実務に直結した各種要綱とか指針については、研修とか講習は行っているん

ですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 寺岡総務課参事。 

○総務課参事（寺岡弘樹君） 

 各種指針等の周知徹底に当たり、研修等は行っているかという点かと思います。お答えい

たします。 

 まず、職員全体に関わる公務員としての基本的な部分、例えば、地方公務員法だとか、そ

ういった部分に関しては、総務課のほうで全体的な基本的な部分として研修等をやることも

あります。今回の指針等につきましては入札契約関係ということで、研修としては行われて

いなかったんじゃないかなと認識しておりますけど、基本的には原課のほうで職員に対する

研修等を行うというような形になっております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 
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○４番（中村日出代君） 

 原課というたら生涯学習課で行うということ。（発言する者あり）入札額で。私が決算で

言った後にメールか何かで物品のとを送ったですね、確認のためにね。 

 そういうのはしかし、大事かことは原課とかなんとか言わんで、これは大変なことじゃな

かですか、１億幾ら。ほかの入札まで入れたら117億円でしょう。予算の69％ぐらいを占め

たわけですよね。そしたら、やっぱり責任を持って総務課のほうで大事なところは皆さんに

お知らせして、研修をさせるというようなことを今後やっていってもらいたいと思いますけ

ど、川原政策総務部長どうですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 川原政策総務部長。 

○政策総務部長（川原逸生君） 

 お答えいたします。 

 今回の趣旨につきましては、制定と同時に庁内全職員に話をしたところであります。しか

しながら、こういった結果になったということは十分重く受け止めて、また、これに限らず、

例えば、いろんな要綱制定であったりとか、指針とか、そういった規定につきましては、広

く職員のほうに周知徹底をするとともに、課内もしくは庁内の中でも十分浸透するような試

みをしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 北村局長、ちょっと質問しにっかばってんが、先ほどのを読みましたように、この指針を

知らなかったから１社からの徴収でよいとの監査委員の判断のように理解しました。指針に

は、参考見積りを徴収する際は指名または見積合わせ対象となる業者を必ず複数、原則指名

競争入札は３社以上を選定すると定められておりますね。また、見積活用方法にも、各見積

りを複数依頼し、総意を把握して一覧表等を作成し、評価を加えると。２として、見積りの

採用に当たっては、内容を精査し、信頼性を確認の上、決定すること、より適正な予定価格

の設定に努めると規定されていますね。 

 １社では各見積りを評価する一覧表も作成できませんね。まず１社だけではね。そういう

ことは競争入札にもならんですね。この定めを課長以下職員の全てが認識していなかったの

で、今回の指名入札にはこの指針は適用されないという監査委員の判断のように私は思いま

した。規則を知らなければ規則を守らなくてもよいということになりかねません。この判断

は理解できません。監査委員と事務局で合議した内容を教えてください。 

○議長（徳村博紀君） 
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 北村監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（北村直紹君） 

 先ほどの指針のことについてお答えいたします。 

 先ほどからおっしゃっているその指針でございますが、そちらのほうは鹿島市で規定した、

いわゆる内部規定でございます。それは指針という、いわゆるガイドラインでありまして、

法的拘束力まではないという監査委員の判断でございます。 

 そこで、監査結果のところにも、設計図書の作成に用いた参考見積りが１社からのみ徴収

されたことについては関係部署から提出された資料により確認できたが、そのこと自体が地

方自治法等の法令に違反しているとは認められなかったということで判断をしています。 

 それと、あと意見のほうにも監査委員の意見としまして、財務規則には具体的に複数社か

ら参考見積書を徴収しなければならないという規定はありませんので、監査委員の判断とい

たしましては、今回の事務処理が直ちに法令等に違反したかまでは言えないという判断をし

たものでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 法的根拠がないと言いますけど、法的根拠はあるじゃないですか。なしかといったら競争

入札でしょう。だから指針があるわけじゃないですか。競争入札を担保するために見積りを

取ってくださいと。 

 それから、地方自治法とかなんとか言われていますけど、これはその法律の違反を求めて

いるわけじゃないでしょう。官製談合じゃないかということを求めているわけでしょう、こ

の違反を。財務規則とか地方自治法の違反を求めているわけじゃないですよね、監査請求の

内容がですよ。だから、そう言うしか致し方なかったと思うばってんが、それで、北村局長

に厳しい質問ばかりするばってんが、指針には参考見積りを徴収する際は原則として文書、

別紙１、参考見積依頼文を書いて、所属長の決裁の印鑑をもらって、そして、依頼文を出し

なさいとなっていますね。それも３社以上。この依頼文は調査したときに確認しましたか。 

○議長（徳村博紀君） 

 森財政課参事。 

○財政課参事（森 隆文君） 

 私のほうからお答えさせていただきます。 

 今回のこの業務について、見積徴収の依頼文書としては多分出されていないということを

お聞きしております。 

 以上です。 
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○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 参考見積書の依頼文がないということは、課長の決裁も受けていないということですよね。

私、情報公開を求めたら、口頭でしましたと言われたですね。文書を所有していない。課長

の決裁もないような事業に正当性があるのかと思うんですよね。 

 参考見積依頼書は課長名で作成しますね。参考見積書の公文書、今言いましたように公文

書開示を請求しました。不開示、公文書を保有していない。その書類が存在しない。具体的

な理由として、口頭で見積依頼を行った、１社のみに。口頭ではできんですね、課長から課

長の決裁をもらわんばと。参考見積書の一番最初の大事な書類がなければ、この入札そのも

のの手続が無効ではないかと思うんですけど、川原部長どうですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 川原政策総務部長。 

○政策総務部長（川原逸生君） 

 本件入札自体が無効ではないかというふうなお話かと思いますが、本件に関しましては、

住民監査請求結果で監査委員が判断をいたしているところでありまして、その件については、

今こちらのほうで私のほうから申し上げることはできません。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 私から申し上げることはできんということは、監査委員の結果を見て、適正だったという

ことでしょう。適正だったということですよね。 

○議長（徳村博紀君） 

 川原政策総務部長。 

○政策総務部長（川原逸生君） 

 この件につきまして、冒頭、北村事務局長のほうが申し上げましたとおり、この監査委員

制度につきましては、市長、執行部局から独立した機関となっておりまして、その独立機関

である監査委員が判断をした結果がお手元にお持ちの結果書になりますので、そういうこと

で申し上げました。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 
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 それでは、２番目の業者から提出された参考見積書について、後半での調査結果には、Ａ

社から提出された参考見積書において、見積内訳書の合計金額と見積書表紙の総合計金額に

差異があったため、生涯学習課担当者が問合せを行った結果、業者側の算定誤りが判明し、

生涯学習課と業者との間で修正後の正しい金額を確認した。ただし、生涯学習課は当該参考

見積書を設計図書作成のための参考資料であるとの判断から、修正後の参考見積書の再提出

までは求めなかったということですね。 

 業者側の算定誤りが判明して、生涯学習課と業者との間で修正後の正しい金額を確認した

とありますけど、正しい金額というのは、担当課が参考見積りを３社以上から徴収して、そ

れを一覧表にして評価して適正な予定価格を設定する、これが正しい予定価格の設定された

金額ですね。入札を行う前に担当課と業者との間で修正後の正しい金額を確認し合う。これ

は正しい金額でも何でもなく、予定価格の話合いをし、決定した。つまり、予定価格の情報

を漏らしたということにはなりませんか。北村事務局長、合議の中での監査委員の意見を教

えてください。 

○議長（徳村博紀君） 

 北村監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（北村直紹君） 

 先ほどの質問にお答えいたします。 

 正しい金額を確認したものは、報告書にあるとおり、参考見積書の金額が表紙と内訳と

違っていましたので、そこの部分のみを確認したということでございますので、参考見積り

の金額が予定価格として漏れたとか、そういう事実認定は監査委員は行っていないところで

す。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 この業務見積りの予定価格というのは非公表ですね。秘密として管理されておるわけです

よね、非公表だから特にね。また、業者と予定価格について話し合うこと自体が秘密として

管理されている情報の教示で、入札談合等を行うことが容易となる情報です。その結果、予

定価格と入札価格が同額の9,411,914円と入札率100.00％となりました。この行為が官製談

合の入札または契約に関する情報のうち特定の事業者または事業団体が知ることによりこれ

らの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、

特定の者に対して教示し、示唆することに該当するおそれがあります。 

 もう監査委員には質問せんですね。川原部長に質問します。 

 見積徴収適正指針に原則３社以上から選定すると仮定されております。指名競争入札で競
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争しなければならない入札にもかかわらず、１社のみに参考見積りを依頼している。また、

入札結果があり得ない100.00％で落札しております。しかも、入札の参考見積依頼書がない。

非公表の予定価格の算定について入札業者と話合いを行い、価格を決定しております。この

入札手続を適正であると認める決裁印を川原政策総務部長は押印しておられます。誰が見て

も適正でない入札手続としか考えられません。この手続がおかしいと思わなかった理由を教

えてください。 

○議長（徳村博紀君） 

 川原政策総務部長。 

○政策総務部長（川原逸生君） 

 お答えをいたします。 

 これは繰り返しになり申し訳ございませんが、指針について、先ほど来おっしゃっており

ます複数業者からの見積りというふうな規定がありますが、それで１社のみからの見積りを

行い、複数業者から徴しなかったこと、これについては事務上の不備であるということで、

これは監査委員のほうからも御指摘をいただいているところでありますし、その改善策を講

じているところでございます。 

 先ほどおっしゃいました予定価格を当該業者と調整したのではないかということでござい

ますが、これは見積書について差異があったので、これについての確認を行ったというとこ

ろでございまして、予定価格ということではございません。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 予定価格ではございませんと、話し合ったとおりの金額になっとるじゃなかですか。 

 それで、監査委員の判断及び理由について、「請求人が主張するような違法行為や不法行

為は確認されず、これを前提とした市の損害の発生についても、その根拠となる事実が認め

られないことから、本件住民監査請求には理由がないものと判断した。」と記載されており

ますね。 

 官製談合の要件としては、指名競争入札で複数の参考見積りを依頼し、担当課がこれを評

価して予定価格を決定して入札を行う、これは普通ですね、指名競争入札。今回のように参

考見積りを１社のみに依頼して入札が行われ、競争入札が行われていないと思います。非公

表の予定価格を話し合い、入札時の予定価格を入札業者と決定し、また、予定価格と入札価

格が１円まで一緒で100.00％となりました。この点について、監査委員は請求人が根拠とす

る事実が認められなかったことから、本件住民監査請求には理由がないものと判断されまし

た。 
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 官製談合事件は全国で多発しております。今回の監査請求内容と類似しているのではない

かと思われる事件が令和６年、昨年10月25日に発生しております。富山県立山町の官製談合

事件です。内容は、職員が業者に入札の情報を漏らした。町はこの業者１社のみにあらかじ

め業務の一部を伝え、参考見積りを取らせていたと説明しております。立山町の業務委託を

めぐる官製談合事件では、職員へ大変厳しい判決が下されております。町長は責任として、

自身の給与30％、副町長は給与10％の１か月を減額する条例案を議会に提出して可決されて

おります。 

 刑事訴訟法の239条２項、公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料すると

きは告発をしなければならないと定められております。この規定が公務員の告発義務です。 

 それでは次に、２の度重なる市行政ミスの発生について質問いたします。 

 まず最初に、松尾市長には市行政事務の度重なるミスの発生への見解について総括質問で

答弁を求めました。 

 次に、令和７年６月６日発表、生活保護における加算の認定漏れについて質問します。 

 発表された内容は、生活保護における障害者加算及び介護保険料加算についての認定漏れ

がありました。認定漏れ６件、遡及期間３か月から44か月、支払い総額1,524千円、対象と

なる生活保護受給者及び御家族に説明を行い、それぞれ加算の事実が生じた時期に応じ遡及

してお支払いしました。遡及とは、遡ってということですね。 

 一番長期間の認定漏れは44か月で、３年と８か月になります。この発表の後、全員協議会

で説明がありました。その資料では、加算の認定漏れの内容は障害者加算１件、介護保険料

加算13件の計14件、173,995円と説明されました。この説明内容が違うことについて理由を

説明してください。 

○議長（徳村博紀君） 

 髙本福祉課長。 

○福祉課長（髙本智子君） 

 お答えいたします。 

 今年６月６日に佐賀県のプレスリリースがありました。その中では、佐賀県においての生

活保護における加算の認定漏れということで、佐賀県の所管する福祉事務所管轄内で遡及期

間が３か月から44か月、支払い総額1,524千円ということで発表されました。 

 鹿島市において、このたび、生活保護における障害者加算及び介護保険料加算について認

定漏れがありました。このような事案が発生したことにつきましては、対象となられた受給

者の方、そして、市民の皆様におかれましては、おわびを申し上げますとともに、今後、同

様の事案が発生しないよう再発防止に取り組んでまいります。 

 鹿島市の生活保護における加算の認定漏れについて、６月12日に全員協議会で議会のほう

に説明した内容につきましては、６月６日に発表されたのは佐賀県の状況でありまして、先
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ほど議員がおっしゃられました障害者加算１件と介護保険料加算13件の計14件で総額173,995

円、これが鹿島市における加算の認定漏れの内容となっております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 それでは、鹿島市で認定漏れになったのは、一番長期間の認定漏れというのは何か月です

か。 

○議長（徳村博紀君） 

 髙本福祉課長。 

○福祉課長（髙本智子君） 

 鹿島市で加算の認定漏れが起こりました長期の件につきましては、障害者加算の認定漏れ

についてです。月数は５か月、追給額は76,900円となっております。 

 以上です。──すみません、訂正を。 

 一番長期間の認定漏れということで、介護保険料加算の９か月になりました。すみません。

追給額は17,960円となります。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 生活保護法の第29条の規定により、生活保護世帯の家庭訪問を行っていますね。各調査を

行って、そこの実態調査を行うようになっています。この法律を根拠に、厚生労働省の実施

要領では少なくとも年２回ということになっとっですよね。そして、実態を把握してくださ

いと。９か月やったですかね、認定漏れは。この９か月の間には、この御家庭には家庭訪問

はしているんですか、していないんですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 髙本福祉課長。 

○福祉課長（髙本智子君） 

 家庭訪問につきましては、そのケースに応じて家庭訪問をするようになっておりますけれ

ども、そのときに家庭訪問をしているかと思いますけれども、その間に介護保険料加算の認

定漏れということで、介護保険料加算は介護保険事務所のほうに介護保険料が幾らかかるか

とか生活保護になりましたという連絡票とかを送ったり、照会して、それの回答を求めて介

護保険料の認定をする必要がありますけれども、その確認が漏れていたという案件になりま

す。 
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 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 どっちにしても各家庭によって回数も違うですもんね。２回以上やってくださいと決まっ

とるじゃなかですか。ということは、１年たってから次に来ているわけでしょう。１年間調

査したですかと。そして、次のときに加算の漏れがありましたということでしょう。そいけ

んが、９か月といったら結構長い期間、漏れのあっとっとじゃなかかと思うんですよね。 

 生活保護を受けられている障害のある方への可算漏れというのは大問題ですよね。厚生労

働省の要綱でも、その家庭に応じて２回以上──何回してもいいですとなっとっですよね、

家庭によってはね。そういうことで、やっぱり弱い立場の人への配慮を感じられるような活

動をしていただきたいと思います。 

 また、金額の多い少ないには関係なく生活保護を受給されて、しかも障害のある市民に９

か月の認定漏れというのは、福祉課へ今まで信頼していた方が、不信感が大きくなった可能

性もありますよね。一度失った信頼を戻すことはなかなか容易ではありません。そいけんが、

しっかり家庭訪問をして、こういうことのないようにしてもらいたいと思います。 

 それでは、次の令和７年８月20日に発表された戸籍証明書の誤交付について質問します。 

 詳細としては、令和７年７月28日に市民課においてＡさんが除籍謄本を請求され、７月30

日に除籍謄本20通を交付しました。８月７日にＡさんの申出により、20通のうち４通を誤っ

て交付していたことが発覚しました。原因として、Ａさんの親族の１人について、同じ名前

の別の人物の証明書を作成し、十分に確認されず、交付しました。除籍謄本というのは、戸

籍内に記載された全員が死亡や転籍で亡くなったとき、証明する重要な証明書類ですね。遺

産の相続の手続とか様々な場面で必要となります。このミスも信じられません。これは１通、

交付手数料が750円ですね。20通ですから15千円を申請して支払っておられます。 

 この件について、そのときに幹部職員の方は確認をしていなかったのかどうか説明してく

ださい。 

○議長（徳村博紀君） 

 幸尾市民課長。 

○市民課長（幸尾かおる君） 

 まず最初に、今回の除籍謄本の交付事務に誤りがあったことについて、市民の皆様におわ

び申し上げます。また、今回の事案を教訓として職員に必要な指導を行い、組織として再発

防止に努めます。 

 さて、先ほど議員のほうから御質問がありました交付したときに上司が確認していたのか

という質問ですけれども、交付したときにほかの者で確認はしておりませんでした。 
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 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 確認をぴしゃっとするようにお願いします。 

 それで、市民部長にお伺いします。 

 重大と思われるような行政事務のミスが連続して発生しております。岩下部長はこの件に

ついてどのような見解を持っておられるのか、お願いいたします。 

○議長（徳村博紀君） 

 岩下市民部長。 

○市民部長（岩下善孝君） 

 市民部長という御指名でございますので、今、いろいろお話を聞きながら感じたことをお

答えしたいと思います。 

 まず冒頭に、中村議員におかれましては、今回いろいろな部署での問題が起こったこと、

ミスが起こったことを一般質問に取り上げて時間を取っていただきまして、市民の皆様へ私

どもが説明、あるいは改善策等の答弁の場にこの場を使っていただいて感謝を申し上げます。 

 冒頭からありましたとおり、いずれの事象におきましても、その原因究明、そして、対象

となる方への謝罪、再発防止策の協議実施をまず直ちに市としては行ったということを御説

明したと思います。 

 このたび、庁内でもその責任、問題が起こったことをまずは情報共有を行って、組織全体

で問題解決に向けた取組の体制を強化しているところです。これは今までも課題が起きたと

き、あるいは専決処分等のお話をしたときに対策を取っております。さらに議会への事前の

説明や報告で、特に市民の皆様、今日はケーブルテレビでも御視聴いただいていると思いま

すけれども、皆様に向けての信頼回復のためのマスコミへのプレスリリース等を速やかに

行っております。これは議員さん方と同時に対応してきました。 

 特に課題が起こったことに対しましては、各部署で情報共有を行いながら、庁内では特に

市長をトップとして厳しい指導も受けながら、次に改善をどうするかというところを協議し

ております。市民の皆様にも市役所として、市民の皆様一人一人のまずは信頼回復のため、

組織の透明性とか、あるいは効率性を日々追求しております。市民の皆さんに信頼される行

政の事務運営を目指していきたいと思います。 

 今回、各部署から示された改善策を再度強化して、併せて今回中村議員に御質問いただい

ておりますけれども、この御指摘等を踏まえながら、市役所としては議員の皆様方と両輪で

市の発展に取り組んでいきたいと思います。市民の皆さんには特に今後とも御理解、御協力

を賜りますようお願い申し上げまして、ちょっと簡単でございますけど、私の答弁に代えさ
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せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 最後の質問ですね。令和７年８月27日発表の鹿島市プレミアム付商品券当選者通知の誤発

送について、電子版と紙版と一緒にしたということで、654人で、その倍の人数になったと

いうことですよね。 

 それでまず、この電子版の委託料は幾らか教えてください。 

○議長（徳村博紀君） 

 中尾商工観光課長。 

○商工観光課長（中尾美佐子君） 

 まず、このたび、鹿島市プレミアム付商品券事業におきまして、送付する予定のない当選

通知を送付しておりました。このことで市民の皆様に混乱を招きましたことをおわび申し上

げます。また、このようなことが今後ございませんよう、委託事業者とのチェック体制を強

化して業務を遂行してまいりたいと思っております。 

 お尋ねのありました委託契約の金額についてでございますが、委託契約の総額は88,000千

円でございます。そのうちのプレミアムの原資が50,000千円となっております。電子版に関

係する費用としては大体10,000千円程度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 何％ぐらい売れたんですかね。 

○議長（徳村博紀君） 

 中尾商工観光課長。 

○商工観光課長（中尾美佐子君） 

 何％ぐらい売れたかということにお答えいたします。 

 申込状況としましては、紙版につきましては66％、電子版につきましては12％でございま

した。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 
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 各お店でもあまり利用しているのを見ないという話をよく聞きますけれども、利用状況は

どうですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中尾商工観光課長。 

○商工観光課長（中尾美佐子君） 

 利用状況についてお答えいたします。 

 まだ９月から始まったばかりですので、10月に入ってから換金の状況など情報が入ってく

ると思いますが、私が何件かお店に聞き取りしたところでは、20枚とか、皆さん使っている

方がいらっしゃるというふうにはお聞きしております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 80,000千円も使うんだったら、「助かっ券」とかあるでしょう。あれでしたほうがよっぽ

どいいんじゃないかと思うんですけれども、山﨑部長、そこら辺はどうですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 山﨑産業部長。 

○産業部長（山﨑公和君） 

 お答えいたします。 

 今回、プレミアム商品券ということで行っております。前回は商品券というか、それを全

市民の方にお配りして使っていただくということでやったわけですけれども、今回について

は経済の下支えと、あと地域の事業者の方の応援も含めて、より商品券を付加価値のある形

で使ってもらうようなということで、プレミアム商品券という手法で選択をさせていただい

ております。 

 以上でございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 ４番中村日出代議員。 

○４番（中村日出代君） 

 また再度発売があっているようですけれども、何か電子はあまり評判のよくないと言った

らおかしかですけど、あまり評判のよくなかごたっけん、あと１回また検討していただいて、

その分は市民の方に援助したほうがよっぽどいいんじゃないかと思うんですよ、80,000千円

もですね。 

 それで、最後に市長に、これまで質問してまいりました入札の不適正と思われる事案、ま

た、市民生活に密着した事務でのミスが短期間に連続して発生している現状があります。今
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議会で同僚議員から市長のこれまでの市政運営方針と思いについて質問がありました。市長

は、市民目線で市民の声を聞き、市民目線で市行政を進めた。また、職員には市行政能力向

上を図るため、市民サービスが大事であると市職員に徹底させてやってきたと答弁されまし

た。現状ではこの市長の思いが達成されていないように思います。 

 なぜこのようなミスが発生するのか。一番感じるのは、緊張感の欠如ではないかと私は感

じております。迷惑、被害等を被るのは鹿島の市民ですね。四、五年前までは、本当に部課

長さん以下、緊張し過ぎというぐらい緊張しとんさったばってんが、今現在はあまりその緊

張を感じません。松尾市長にはこの事態を重く受け止めていただいて、最初、総括質問であ

りましたけど、原因の検証、また対策を検討して、危機感を持って今後の市政運営に当たっ

ていただきたいと要請します。 

 そこで、市長に今後の市政運営について、お考えの答弁をお願いいたします。 

○議長（徳村博紀君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 今回、いろいろ我々の行政のミスの指摘をいただきました。さっき話されたように、市政

運営というのは、市民の皆さん方が快適に安心な生活を続ける、そのことが大事だと思って

おりますので、市民サービスも含めて、しっかりした形でやっていかなければいけないとい

うのはもちろんであります。そういう意味で、今回このようなミスが起きたということは、

我々も真摯に受け止めて反省しながら、今後こういうミスがないように市民の皆さん方にお

わびを申しながら、職員と共に再発防止策をしっかりやっていきたいというふうに思います。 

 以上です。（「終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（徳村博紀君） 

 以上で４番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度の休憩をいたします。11時25分から再開いたします。 

午前11時11分 休憩 

午前11時25分 再開 

○議長（徳村博紀君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 皆さんこんにちは。３番議員の笠継健吾です。それでは、今から始めます。 

 異常な暑さ、熱中症、大雨、濁流、浸水、土砂崩れ、竜巻、この頃は雷まで何か鋭くなっ

てまいりました。地球温暖化による自然の猛威を強く感じるようになった次第でございます。

人間が自然の環境を長年破壊してきたことが、今となって反対に、自然の猛威を、逆襲を受
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けております。 

 地球温暖化による気候変動は、人類の存亡にかかると言われております。そこで人類は、

全世界の国196か国が参加する、2015年、ＣＯＰ21、パリ協定で、地球温暖化対策での国際

的な枠組みを取り決めました。しかし、超大国は自国の利益のために、代表が替わるごとに

その場では加盟をしませんでした。そして、代表が替わり加盟され、また代表が替わり、現

在は離脱の表明をしております。信じられないことでございます。今日も新聞の２面にその

ようなことが書いてあります。要は、こういうことは詐欺ではないかと。しかし、地球温暖

化は今ますます進んでおります。我々が身をもって感じることであります。 

 このように、いまだに世界は一丸となっていませんが、しかし、我々は温暖化対策を確実

に実行していき、次世代が安心して暮らせる環境を取り戻していく必要があると思います。 

 それでは、１つ目のことについてお伺いをいたします。 

 鹿島市は令和４年９月、ゼロカーボンシティの宣言をしております。宣言後、どのような

取組がなされてきたかをお伺いいたします。 

 ２点目に、森林環境整備についてでございます。 

 日本は、国土の面積の約７割が森林でございます。森林の環境は、今や林業従事者の減少

や安価な木材の輸入により木材の需要が極端に減少し、過度な森林の管理不足となっており

ます。森林が目に見えて荒廃しています。 

 温室効果ガスの９割は森林が吸収するとも言われております。ＣＯＰ21、パリ協定の枠組

みの下、日本は温室効果ガス排出削減、災害防止を図り、森林整備のため、令和元年から県、

市町に森林環境譲与税を配分し、昨年、６年４月からは全国の住民税納税者より年間千円を

森林環境税として徴収して、県、市町に配分をしている状況でございます。鹿島市の森林は

全面積の21％であります。同様に荒廃が進んでおります。 

 お伺いをいたします。 

 鹿島市の森林環境整備の取組状況と森林環境税について、受け取り状況、また、積立金残

高をお答えください。 

 次に３点目、地球温暖化による環境の変化により、いつ、どこで災害が起きるか分からな

いような状況下にあります。 

 お伺いいたします。 

 避難場所として指定している場所は、鹿島市はどこがありますか。また、準備している基

本的な物資は何があるか、お答えをお願いします。 

 以上、総括質問といたします。あとは一問一答でお伺いをいたします。よろしくお願いし

ます。 

○議長（徳村博紀君） 

 執行部の答弁を求めます。中村ゼロカーボン推進室長。 
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○ゼロカーボン推進室長（中村祐介君） 

 それでは、私のほうからは鹿島市の脱炭素化に関するこれまでの取組ということでお答え

したいと思います。 

 先ほどもありましたように、鹿島市は国の政策に基づきまして令和４年９月に、二酸化炭

素排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を行いました。2050年のカーボン

ニュートラルを目指して、鹿島市内の再エネ、それから省エネを推進し、脱炭素化を進める

取組でございます。 

 また、令和５年には、今後どのように脱炭素化を進めていくのか、その具体的な道筋を示

し、2030年と2050年の目標値を定めたカーボンニュートラル戦略を策定いたしました。2030

年度では、2013年度比でＣＯ２排出量の59％削減を目標としています。 

 また、令和６年度には環境省の脱炭素重点対策実施地域に選定をされまして、今後５年間

において市内の脱炭素化の加速化を図っていくこととなりました。その内容といたしまして

は、市民の皆様への太陽光発電設備や蓄電池の設置補助制度を創設し、一般家庭への再エネ

の導入を推進しております。また、公共施設の省エネ化も進めておりまして、学校施設の高

効率の空調機器の取替えや、消費電力が低く、長寿命である市施設のＬＥＤ化事業にも取り

組んでおります。令和６年度には、市の施設である23施設のＬＥＤへの取替え工事を実施い

たしまして、今年度は33施設のＬＥＤへの取替え工事を行っております。２年間でほとんど

の市施設の照明のＬＥＤ化が完了することになります。 

 さらに、今後は市の再生可能エネルギーの導入、それから、事業者の省エネ化を進めてい

くなど、市内のさらなる脱炭素化を図っていくこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 私のほうからは現在までの森林整備の取組状況について、まずお答えをいたします。 

 鹿島市の森林面積は5,316ヘクタールとなっておりまして、これは鹿島市全体の面積１万

1,212ヘクタールの47.4％を占めているところでございます。 

 現在までの整備済みの場所、それから、広さと整備内容などにつきましては、現在、能古

見の浅浦地区で人工林面積が376ヘクタールございますが、そのうちの間伐対象として森林

143ヘクタールの整備を進めております。これは浅浦地区の人工林面積の約38％となってお

ります。 

 また、令和６年度末時点で33ヘクタールの面積の間伐が完了しておりまして、進捗率は約

23％となっております。これに、今年度、令和７年度までに新たに40ヘクタールの間伐を計

画いたしておりまして、今年度末までに全体の約50％が完了する見込みというふうになって
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おりまして、現在、計画どおりに進んでいるところであります。 

 また、整備の内容につきましてですけれども、これは間伐のみを実施しておりまして、そ

の整備の委託先が鹿島嬉野森林組合となっているところでございます。 

 次に、森林環境譲与税の入金状況などについてお答えをいたします。 

 鹿島市の森林環境譲与税は、令和元年度から令和６年度までの累計額が67,724千円となっ

ております。これに利子の22,392円を加えまして、歳入の合計は67,746,392円となっており

ます。これまでに実施いたしました森林整備などの事業費の累計額についてですけれども、

これは39,924,606円となっています。 

 この歳入合計から事業費を差し引いた分が現在の基金残高となりまして、金額は27,821,786

円となっております。この基金は、今後の森林整備や林業体制の維持強化のために活用して

まいるところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 嶋江総務課長。 

○総務課長（嶋江克彰君） 

 総務課からは指定避難所等について答弁いたします。 

 鹿島市では、市内の小・中学校や公民館などを指定避難所として位置づけております。こ

の中で、大規模災害が発生した場合には、市長を本部長とする災害対策本部の下、被災状況

に応じて順次避難所を開設しています。 

 避難所の運営に当たりましては、市職員を中心に、消防団をはじめとして、関係機関と連

携しながら受入れ体制を整えることにしております。 

 避難所では、食料や飲料水、毛布などの物資供給に加え、プライバシー確保や衛生管理、

さらには感染症への対策など、多岐にわたる課題が想定されますので、市民の皆様が安心し

て避難できるよう、体制の充実と改善に努めているところでございます。 

 御質問の指定避難所の数ですが、鹿島市の指定避難所は生涯学習センターエイブル、地区

公民館６か所、体育館５か所、小・中学校、高校12か所で、合計24か所になります。 

 また、備蓄品として準備しているものとしては、基本８品目とされている食料、毛布、乳

幼児ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、携帯簡易トイレ、トイレットペーパー、

生理用品をはじめとして、そのほかにも様々な備蓄品を準備しているところです。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 それでは、ゼロカーボンシティということで令和４年９月に宣言がなされて、そして、こ



- 202 - 

⿅島市議会会議録 

れまで取り組まれてきていることと思います。 

 そういった中で、先ほどお話がありましたが、ゼロカーボンシティを取り組んで、令和６

年度に環境省の脱炭素重点対策実施地域に選定されたということは、当初、スタートから

しっかり鹿島がやってきたということは我々もその当時から見てきておりまして、緻密なこ

とでやってこられたというふうなことは感じております。 

 そして、現在の取組方というふうになりますが、当初の鹿島市ゼロカーボン宣言に基づく

目指す姿というのは、子供が外で遊び、生態系が保たれ、鹿島原風景・鹿島の当たり前の生

活を持続する、熱中症ゼロの街へというふうなことで、取組的には、最大限の省エネ、市民

一人一人の努力、必要な再エネ導入とレジリエンス、災害が来ても生き延びられるまちづく

り、３番、リサイクルの促進、４番、コンパクト・プラス・ネットワークによるレジリエン

スの高い脱炭素型まちづくり、ゼロカーボンパークで魅力再発見と、５番目に、鹿島市の自

然環境と太陽光発電事業との調和に関する条例策定ということでスタートを切っておられま

す。 

 先ほど言われた目標というのは、2030年、あと５年後に、二酸化炭素の排出量を59％削減

目標ということであります。これは2013年度、平成25年度を基準としておられまして、二酸

化炭素の量が26万6,957トンということで、59％、約60％ですね、26万トンの60％は多分16

万トン減らさんばいかんというふうなことでございます。あと５年ですね。スタートの基準、

平成25年度から、2030年ですから令和13年、17年間で59％削減目標ということでございます。 

 そして、2050年度は実質二酸化炭素ゼロと。実質というのは、二酸化炭素を削減したのと、

森林環境が吸収したのを差し引いてゼロになすというふうなところでの目標であります。 

 2050年、25年後は、おるかおらんか分からんというような感じで、非常に先のことですが、

しっかりやっていかなければいけない。災害が続くということですから、こういった取組を

地道にやっていくという姿が必要ではないかと思います。 

 それで、今やっておられる太陽光発電の設置状況、取組方はどうなっているかをお伺いい

たします。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村ゼロカーボン推進室長。 

○ゼロカーボン推進室長（中村祐介君） 

 それでは、太陽光発電設備の設置状況ということなんですけれども、令和６年度から実施

をしております市民向けの太陽光発電設備や蓄電池の設置補助の実績が出ておりますので、

それでお答えをしたいと思います。 

 まず、令和６年度の実績の件数といたしましては、令和６年10月から制度がスタートいた

しまして、太陽光発電設備が８件、それから、蓄電池の導入につきましては同じく８件と

なっております。 
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 それから、令和７年度の本日付で申請件数が、太陽光発電設備が15件、それから、蓄電池

が12件となっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 その補助金について教えてもらっていいですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村ゼロカーボン推進室長。 

○ゼロカーボン推進室長（中村祐介君） 

 補助金制度の内容ということなんですけれども、この補助金は環境省の地域脱炭素移行・

再エネ推進交付金を活用した補助事業でございます。 

 補助の条件といたしましては、鹿島市内に居住する市民の方が対象でございまして、補助

の金額は１キロワット当たり70千円ということで、５キロワットまでが補助対象となってお

ります。一般家庭の太陽光の電力というのが大体５キロワットぐらいの平均ですので、こう

いったことで設定をされております。 

 また、補助の上限は１件当たり350千円ということで設定をしております。 

 また、蓄電池は、太陽光発電設備と同時に導入をされることが条件となっておりまして、

蓄電池の補助率は３分の１で、１件当たり470千円を上限としております。 

 市民の皆さんが設置される太陽光発電設備や蓄電池等の導入に補助金を交付することで、

再生可能エネルギーの促進を図って、2030年度温室効果ガス排出削減目標の達成及びカーボ

ンニュートラルの実現を目的としております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 令和６年10月に制度がスタートしたということで、太陽光発電については６年度８件、蓄

電池が８件、７年度現在、太陽光発電が15件、蓄電池が12件ということでありますが、これ

から感じることは、そがん多うなかねと思います。何か通常の進めることの、こういったこ

とでしょうが、ただ、市がゼロカーボンの推進を滞っているということは申しません、感じ

ません、ちゃんとやっているというふうに思っていますが、この数字についてはなかなか、

これをやるよということで補助をやるよということでありますが、そこまでないかなという

ふうな感じがいたしますが、それはやはり太陽光発電をしても採算性、例えば、今電気料を

これだけ払っていると。そして、太陽光発電をしたら、それは電気が来ます。そして、その
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電気が来たところで、経費、例えば、太陽光発電のローンで７年で借りました、月々返済が

幾らですと。そしたら、今までの電気料より、電気料が太陽光発電で取れたところで、設備

の経費を差し引いて、今までの電気料より多くなるのではなかかというふうなところでは、

やはり一生懸命やっても、数字は損してまではというふうな気持ちがあると思います。だか

ら、こういった数字なのかなというふうに思いますが、そしたらどうするかを考えんばいか

んですよね。 

 市民一人一人も加えて努力をというふうなところがありますが、そしたら、市民が何をす

るかというと、考えてみれば、要は化石燃料でつくった電気を使わなくて、クリーンな電気

を使うのが１つ。それと、車も電気自動車にするのが１つ。ガソリンを燃やさない。そして

もう一つは、例えば、古いクーラーとか、そういった設備のものを電気料の安い今の、例え

ば、そういったクーラーとか冷蔵庫とかは、消費電力というのはぴしゃっと出ていますもん

ね。そういったものに替えていく。家庭がするのは大まかにそれぐらいじゃないかと。 

 ただ、もっと細かく、例えば、ごみのどうのこうのと、プラスチック関係をぴしゃっとし

て、そういったのをごみとしてやって、そして、燃やして二酸化炭素が発生するとか、そう

いったプラスチックごみの分別とかをやっておられますが、大まかにそういった太陽光とか

車とか、そして、消費電力の少ない電化製品とかに替えていくことは、お金がかかってなか

なか我々も、さあ、そしたら全部替えようかというわけにはいきません。 

 そういったところで、どうやって推進をしていくかというと、考えてみれば、クリーンな

電気を供給する会社に変えていくという方法があります。ただ、九電ともそういった締結を

何年か前に市長がされている、こういったことも話しながらされている。九電も──すみま

せん、名前を出しまして。失礼しました。そういった取組をなされていると思います。そう

いったクリーンな電気を供給している会社に切り替えていく、それが方法だと思います。そ

して、それはリスクがあるかというと、私も10年ぐらい前から経験をしておりますが、例え

ば、これは１年契約です。１年契約で、お互いが契約の時点になれば、どちらかがもうやり

ませんと言えば、そこで終わります。ですから、供給する側がノーと言えばそれで終わりだ

し、使う側がノーと言えばそれで終わりと。何も言わなければ、要はウィン・ウィンの関係

で、また１年間自動継続となります。 

 そういったことでいけば、例えば、消費者は電気料が安いなというふうな形で、それを

使っていけます。そういうふうな関係になりますので、この方法はほとんどリスクはありま

せん。 

 ですから、市としてもこういうことを調べて、太陽光をいくらやるよと言っても、採算が

合わなければ増えませんので、そこら辺をしっかり考えてやってもらいたいというふうに思

います。そこはどうですか。 

○議長（徳村博紀君） 
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 中村ゼロカーボン推進室長。 

○ゼロカーボン推進室長（中村祐介君） 

 先ほど補助の件数がちょっと少ないというのもありまして、笠継議員がいろんな提案をし

ていただきました。 

 例えば、一般家庭だけじゃなくて、事業者の再エネ化を図っていく、省エネ化を図ってい

くというのも一つございますし、あと、市としてもできることから取り組むという意味で、

市役所の電力をなるべく再エネ化していくというところも、今後、国の事業で転換を図りた

いなと考えておりまして、例えば、地元の会社、今は九州電力のほうに頼っていますけれど

も、そうじゃなくて、再生可能エネルギーを使った、そういった会社に電力を供給してもら

うというような方向性も、一つ市が脱炭素を進めていく目玉になっておりますので、こう

いったことも今後進めながら脱炭素化を進めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 逆算してというか、最終的に25年後には、いわゆる二酸化炭素の排出量はゼロですよ。と

いうことは、その時点ではクリーンな電気を使っているということですよ。ですから、それ

を逆算すれば、今使えないかということを考えるべきです。 

 これは、やはり我々の市町じゃなくて、ほかの市も、国もそういうことを考えるべきと思

いますよ。こういった太陽光発電の補助事業をしても、それでも採算が合わなければやらな

いよと。そしたら、要は二酸化炭素の目標を達成できないじゃないかと。では、どうするか

ということであれば、できることを考えて市民に協力をお願いするという形でやっていかな

ければいけないと思います。 

 先ほど言われた事業所ですね。事業所は、要は使う電気料とかが非常に大きいですね。で

すから、その事業所がこういったことに取り組むということは、これは脱炭素の量が、非常

に二酸化炭素の量が減ってくるということで、企業に対しては今やっているということです

が、そういったのを理解していただいて、そして、十分やっていただきたいと思います。 

 私の知っている企業も、それは経費削減とゼロカーボンを両立して、そういったことを

やっておられるところがあります。ですから、企業も敏感に感じて、これはやっていると思

います。 

 ですから、やはり行政としては、できなければどうするかということをきちんと考えて、

名前を出しましたけど、九電もそういったグループがあるんですよ。要は、だんだんそう

いったことになってきますから、クリーンな水力、風力、太陽光、そういったものを使うと

いうようなところでちゃんとやっておられます。要は化石燃料じゃなくて、そういったこと
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をやっておられますので、そこら辺は聞き取りをしながら、そういうことを推進していかな

ければいけないと思います。 

 そして、先ほど言われましたＬＥＤの交換については、市で今しっかりとやっていただい

ておりますが、その状況についてお伺いいたします。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村ゼロカーボン推進室長。 

○ゼロカーボン推進室長（中村祐介君） 

 ＬＥＤ化の事業ということでお答えしたいと思います。 

 市施設の照明のＬＥＤ化事業につきましては、地球温暖化対策の一環として省エネ推進の

ために実施をするものであります。 

 また、令和９年12月末には、国際条約である水銀に関する水俣条約に基づきまして、蛍光

灯の製造、それから輸出入が全面的に禁止されることになるため、令和６年度に庁舎、エイ

ブル、地区公民館、小学校の体育館など市の施設である23施設の照明を、消費電力が低く、

長寿命のＬＥＤ照明へ切り替える事業を実施いたしました。今年度も小・中学校の校舎、そ

れから市民球場、陸上競技場など、33施設のＬＥＤ化に取り組んでおります。庁舎やエイブ

ルなどは、やはり電球の数が多くて、省エネ効果が高い施設から取替え工事を行っておりま

す。これまで順調に工事は進捗をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 午前中はこれにて休憩します。 

 なお、午後の会議は１時から再開いたします。 

午前11時58分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（徳村博紀君） 

 午前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 公共施設のＬＥＤの取組状況ということで先ほどはお伺いをいたしました。 

 公共施設については、庁舎、学校、エイブル、また体育館、いろいろと公共施設が利用す

るＬＥＤの数というのは何万本というようなところまでなっていると思います。そういった

中で、取組状況は、先ほどの答弁ではうまくいっているかなというふうに思います。 

 今後の取組についてもきちんとやって、要は目的は温暖化を防ぐというようなところであ

りますので、きちんとやっていただくというようなところでやってもらいたいと思います。 

 一般的にＬＥＤというと、高いイメージがあります。一本一本にすれば高いということで
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すよね。こういった取組をすることで、採算面については、例えば、電気料が一般的な蛍光

灯と比べて安くなると聞きますが、そういったところは採算面でどうですか、お伺いします。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村ゼロカーボン推進室長。 

○ゼロカーボン推進室長（中村祐介君） 

 ＬＥＤ化の採算面ということで、効果も踏まえてお答えしたいと思います。 

 今回のＬＥＤへの取替え工事といたしましては、施設へのＬＥＤの一括導入が可能となり

まして、導入費用を複数年で平準化できるリース方式を採用いたしました。 

 そのリース期間としては、取替え工事を行った次の月から５年間、約60か月の60回リース

ということで支払いを予定しております。リースの５年後は鹿島市の所有になるものでござ

います。 

 また、導入前と導入後の電気料金での比較ということなんですけれども、これは電灯以外

の電力もありますし、また、近年の電気料金単価の値上げによって、比較はなかなか難しい

ですけれども、効果といたしましては、電力の使用料は施設により約10％から50％が削減を

されているということと、あと、使用している電力が主に電灯とかナイターの設備である公

園などにつきましては、昨年度と比較して最大３割の削減効果があったところでございます。 

 また、ＬＥＤは蛍光灯に比べて約４倍の寿命を持つと言われております。そういう面から

しても、交換費用の経費の削減効果もあるということで考えております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 このＬＥＤについては、電気料が安い、そして、長寿命であるというようなところがポイ

ントであると思います。ほかいろいろ、熱くならない、虫が来ない、そういったところもあ

るようですね。替えればそういったメリットがあって、デメリットというのは今の蛍光灯よ

りないというふうなところを伺っております。 

 それで、これは５年リースということで、５年分割で払うわけですが、そのリース料が、

電気料が多分半分、そういったところになってくると思いますが、電気料の半分安くなった

分でリース料を払うことができると。そして、長寿命ですので、今までの蛍光灯が３年ぐら

いで使えなくなったということで、これは市役所でいえば、結構その１年間で交換する量と

いうのは多いと思います。金額にしても、何万本という数字がありますので、１本替えただ

けでも、使えなくなった電球を交換するだけでも相当な経費が要るということですから、

ＬＥＤは、要はリースして月々分割でそういったことですから、それをしてもまだ利益が出

てくる可能性があります。ただ、それは動力の電気料と一緒の請求のような形になるので、
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はっきりした金額は出せないけど、メリットがあるということですね。 

 ただ、先ほど言われた令和９年12月末に、水銀を含む今の蛍光灯は作ることができない、

廃止になるということで、一般家庭もＬＥＤ化ということになってくると思います。そう

いった場合に、通常、蛍光灯よりＬＥＤというのは非常に高いですから、ただ、替えたらそ

の先、寿命が８年、10年になる、もつということで、熱を持たない。店舗のスポットライト

については、このＬＥＤに替えることによって、熱を持たないＬＥＤは商品が焼けないとい

うことで、今の店舗はほとんどＬＥＤに替えているという現状があります。店舗もそういっ

たリースで契約をしているということで、その店舗、一事業所から聞いた話がそういったと

ころで、それでも利益が出ているということですから、公共団体としてもそういったメリッ

トが十分あっていると思いますので、今後、蛍光管が使えないようになりますから、一般家

庭についてもこれが製造しなくなった後、単価が高くなるとか、そういったものは予想とし

ては言えませんけど、徐々にそういったものを替えていく準備がなされていくということで、

高いですけど、そういったメリットがあるので替える価値は十分あるかと思います。 

 夜なんかは虫が寄ってきて困るですよね。そういうとは減らされるということもあります

し、夏場なんかは空調も熱が出ないので、そういったメリットが十分ありますから、そこは

徐々に切り替えていかれればというふうに思います。 

 それで、ほか、こういった脱炭素化で考えておられることはありますか。先ほど企業にど

うのこうのという話がありましたけど、ほかにございましたら。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村ゼロカーボン推進室長。 

○ゼロカーボン推進室長（中村祐介君） 

 それでは、脱炭素化に関する太陽光とか蓄電池とか、それ以外の事業といいますか、推進

の取組はという御質問でございます。 

 カーボンニュートラルを目指す上で、市民の皆様や事業者の皆様の御協力がやっぱり重要

と考えております。脱炭素化の理解を深めていただくために、啓発イベント等の取組も行っ

ております。 

 そういうことで、導入補助金とは別に、やはり市民の皆様の再エネとか省エネの理解を深

めるために、まず具体的には、市内事業者と連携して省エネアクションイベントというもの

を実施しました。今年７月にSAKURASで、事業者の太陽光発電の仕組みなどを紹介するブー

スを出していただきまして、子供を対象として太陽光で発光するランプ作りなどを行いまし

て、約100名の方々に参加をしていただきました。 

 また、市内の事業者に対しましては、省エネの理解を深めてもらうために、脱炭素経営の

推進ということでお勧めをしております。これにつきましては、佐賀県も積極的に取り組ま

れておりますけれども、これについての説明会を開催しております。 
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 さらに、そういった事業者向けに、事業者が排出するＣＯ２の排出量をまずは把握してい

ただくために、ＣＯ２の排出量算出のための計算ソフトというのがあるんですね、エコニパ

スという名称なんですけれども、こちらを無料で配布をいたしました。今のところ10社に配

布を無料でしております。 

 また、暑い夏に市民の皆様の健康を守るために、クーリングシェルター、あるいは涼みど

ころ、無料給水スポットなんかも設置をしております。これらの取組をさらに推進いたしま

して、市民や事業者の脱炭素化の理解を深めて、市内の省エネ、あるいは再エネをさらに進

めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 ５年後の2030年度、二酸化炭素排出量を59％削減という目標があります。このことについ

ては、鹿島市についてはゼロカーボンについては、スタート当初よりうまくやってきている

市というふうなところで思っております。そういったところで、2030年、５年後にはこの59％

というのを達成できるように、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。 

 そのためには、やはり市民も同様ですが、先ほど言われた企業にそういった測定とか、な

ぜこういったことをやるかというふうな説明をしているということですが、企業の取組状況

というものをある程度把握して、そして、どういった数字になっているかというのを確認し

ながらやっていくということが、この59％を達成するというふうなことにつながると思いま

すので、よろしくお願いしておきたいと思います。 

 もう一つは、啓発運動で100名ほど集まられたということで、やらなければいけないとい

うのは重々皆さん分かっていることです。こういう気候変動があって、そして、そういった

啓発運動があっているから、市もやっているんだなと。 

 ただ、先ほど言いましたように、市民はどうすればいいかなというふうなところで、それ

をすれば経費がかかってくると。そしたら、お金がかかるけんがちょっとねというふうなと

ころもありますから、事業者と一緒ということであれば、個別の一つ一つの家庭ですから、

いろんな使用料とか、そこに何人おられるとかで全然違ってくると思いますが、ある程度の

基本的なところで、目安として一月５キロあったものを使用しなければいけない、何人家族

であれば、それについて費用が幾らぐらいかかる、補助金が幾ら出る、そしたら、太陽光を

利用すれば電気料がどれぐらい少なくなるか、採算面としてプラスマイナスがどういった形

になるか。そして、太陽光なんかはローンで多分やると思いますが、何年ぐらいやれば採算

が合うか、そういったところも少し入れていったほうが、実際それをやるというふうに市民

が思うようになるためには、少しはそこら辺を入れていったほうがいい。 
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 本当のところで入れていっていいと思います。これぐらい損が出ますけど、７年たてば

ローンが終わるので、寿命がどれくらいあるか知りませんが、そこからは取り戻しますよと

か、10年後に取り戻しますよとか、太陽光は何年の寿命がありますよとか、そういった具体

的なところで啓発をしていくということが大事かと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、森林環境整備の取組の状況についてお伺いをいたします。 

 森林の整備は、冒頭、総括でも述べましたように、温室効果ガスの吸収は森林によるもの

が９割ということであります。それで、この59％の目標とか、25年後のゼロの目標というの

は、ＣＯ２の削減と、あと、森林の吸収率を勘案してゼロということですから、非常に大事

なところだと思います。 

 整備のされていない森林、または老朽化した森林は、極端にその吸収量が落ちると言われ

ています。ただ、鹿島にはそういった地域において、森林の示すあれは先ほど言ったように

21％ありますので、整備をすれば吸収ができるというふうな形になりますので、しっかりと

そこら辺はしていただきたいと思います。 

 今、前々からのところで、第１回目は浅浦地区をやるというようなことを言っておられま

したけれども、例えば、対象の広さがどれぐらいあるかとか、そして、そこの対象というか、

地域での森林の広さ、そして、整備をする対象の広さ、住んでいる広さ、そういったところ

をちょっと教えてもらっていいですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 お答えをいたします。 

 現時点で鹿島市が間伐事業をしております浅浦地区の面積のほうで御質問かと思いますの

で、そこの数字をお答えしたいと思います。 

 浅浦地区の面積のほうが、現在、人工林面積が376ヘクタールありまして、そのうちの間

伐対象の森林面積が143ヘクタールございます。この分の整備を進めているところでござい

ます。あと、残りの233ヘクタールが対象外というふうになっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 浅浦地区で376ヘクタール、山があると。そして、そこをやろうというところが143ヘク

タールということであります。ほかのところはどういった理由でやらないのか。もう一つは、

この143ヘクタールで、どれぐらい今進んでいるのか。 
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○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 お答えをいたします。 

 今間伐対象となっております143ヘクタールになりますけれども、この分につきましては

令和６年度末の時点で33ヘクタールの間伐が完了いたしておりまして、これの進捗率が23％

ほどであります。 

 今年度、令和７年度に新たに40ヘクタールの間伐が計画をされておりまして、これが計画

どおりいきますと、年度末で全体の約50％が完了することになってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 376ヘクタール広さがあって、143ヘクタールを対象としていると。そのほかのはなぜやら

ないのか。 

○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 すみません、答弁が漏れておりました。 

 残りの分につきましては、この事業の対象となるものというのが、所有者さんから市のほ

うへ間伐の委託があった私有林の人工林が対象となっております。 

 それ以外になりますけれども、今回の間伐事業の対象除外をしているところにつきまして

は、木材の搬出が可能な場所、または、そもそも間伐の必要がない場所、そして、先ほど言

いました市への委託がなされていない場所などが対象外となっております。 

 市のほうの間伐事業の実施に当たっては、森林組合の調査に基づきまして、特に木材の搬

出が難しい場所を重点的に市のほうでは進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 その理由の中で一つ考えるのは、要は委託をされていないところ、ほかは何か理由がある

そうですけど、委託をなされないというのはきちんと整理ができとっとですか。この全体の

376ヘクタールの中で、143ヘクタールあるけど、委託をされていない理由がありますか。 

○議長（徳村博紀君） 
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 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 お答えをいたします。 

 市のほうへ委託を受ける前に、森林の所有者に意向調査のほうをいたしております。意向

調査をした中で、私の所有している森林を間伐してくれというような、そういったところが

あった方に対して協定を結んで、今事業のほうを進めているところです。 

 その調査をしたときに、例えば、お亡くなりになったとか、相続ができていなかったりと

か、そういったところの所有者であったりとか、意向調査のほうを出したときに、届きませ

んでしたということで戻ってきた分に関しては、意向調査の結果、委託のほうも手続ができ

ていませんので、そういった方が今回、鹿島市との委託ができていなかった方というふうに

なってまいります。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 そしたら、全体の浅浦地区の376ヘクタールのうち143ヘクタールやるよということで、今

33ヘクタール済んでいるというふうな話ですが、今年度の８年３月まで、あと40ヘクタール

やるということですかね。それであれば、やる予定で143ヘクタールの40ヘクタールやれば、

どれぐらい進みますか。全部進むということではないですよね。 

○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 お答えをいたします。 

 能古見地区の間伐事業のほうが令和５年から始まっておりまして、令和５、６、７年で

50％ほどが終わるような見込みになっております。８、９、10年の３か年で残りの部分が浅

浦地区は終わるような見込みとなっておりますので、今のところ順調に進んでいるところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 そしたら、この能古見のところで、令和５年から始まって令和10年に終わる予定だという

ことでいいですかね。 

 そしたら、鹿島市全体での残りの数字はどれぐらい。これで令和10年までですから、能古
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見だけで５年ぐらいかかっていますね。あと残りはどれぐらいの広さがあるか、そして、何

年までに済ます予定か。 

○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 お答えをいたします。 

 鹿島市のほうで森林環境贈与税を活用して私有林の間伐事業を進めておりますけれども、

これは先ほども言いましたように、鹿島市が委託を受けた森林について事業をしているもの

でございます。これについて、現在、搬出が難しくて間伐が必要な場所というふうになって

まいりますけれども、それが市内全体での対象面積としましては大体760ヘクタールと試算

をしているところでございます。 

 その760ヘクタール全部をしていく中でいったら、現在の整備ペースでいきますと、年間

当たり平均で25ヘクタールの整備を進めていっているところでございます。この年間25ヘク

タールを進めていく中で、760ヘクタールと試算したものの全ての間伐を完了させるために

は、おおよそ30年ぐらいかかる見込みとなっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 全体で30年ということで、温室効果ガス排出ゼロは、あと25年ぐらいなので、鹿島市全体

が大方それぐらいまでには終わるんだろうと。 

 そういった中で、今間伐をやっていただいて、143ヘクタールの能古見の分で33ヘクター

ル済んでいるということで、23％ということでしたが、森林の状況を見ていまして、外から

は何も見れんですね。だから、要は、緑がだんだん迫ってきて、もこもこして、家の裏まで

来て、そして道の上まで来て、今全国そのような状態で、例えば、市道の上はかぶり木とい

うことで、全国そういうふうなところでできないかとやっていますけど、要はそれは所有者

との問題があるから、さっさとできないよということで、今間伐をなさっておられますが、

難しいところで、中の間伐をやっていると。間伐をやっていると、ＣＯ２を吸収するという

ふうなところには十分ためになっていると思いますし、木の環境がよくなっているというの

は分かりますが、外から見れば、もこもこが何も変わっとらんということです。そう思いま

す。 

 それで、例えば、委託を受けたその一つの森林というのは、外側から中、そういったもの

もあると思いますので、私はそういった外側もすべきじゃないかというふうに思うわけです

よ。ただ、私が思っていたのは、外側をすっとが難しかてなっとっですもんね。というのは、
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外から高所作業車を持っていったりしてするよりも、中のほうは、それは道が使われないか

らですね、山林の道が。造っていって、機械等々を持っていってそういった作業をするから

非常に難しい。中のほうは、道を造ってそういうふうにすれば簡単というよりも、やりやす

いかと思いますけど、外側は道路があったり、田んぼがあったり、いろんなものがあったり、

そうしてするから難しいと思っていましたけれども、できれば見えるように、すっきりなる

ようにしていただきたいと思います。このことについては今後考えてということを言いたい

ですが、どうですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 お答えをいたします。 

 今、笠継議員がおっしゃったように、中のほうだけだったら、ちょっと外からは見えにく

いという部分もあるんですけれども、外側を市のほうがしていないのが、これは外側になっ

たら間伐をしたときに搬出が可能な場所というふうな分類になってまいります。そこにつき

ましては、森林の所有者の方が森林組合などと契約を結ばれて、間伐材として利益を得なが

ら間伐を進めることが可能であるために、これらのこういった麓というか、外側の場所につ

きましては別の事業を活用することを想定いたしているところであります。 

 こういった搬出しやすい場所につきましては、例えば、佐賀県の補助事業であります造林

事業であったりとか、あと、森林環境譲与税を財源といたしました森林保全機能維持事業な

ど別の事業もありますので、そういったものを活用しながら、整備が必要な森林につきまし

ては、森林組合と連携をしながら取り組んでいきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 所有者としては、やはり自分がそういったところを管理してやれば、要は採算が取れない

からやっていないんですね。そういったところで管理不足と今全体がなっていますね、全国。 

 それで、今言われましたけど、外側については切って利益が出る。だから、補助ができな

いということなんですかね。違う事業でやる、今の事業ではやれない、どうですかね。 

○議長（徳村博紀君） 

 星野農林水産課長。 

○農林水産課長（星野晃希君） 

 お答えをいたします。 
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 まず、森林の間伐につきましては、外側ができないというよりも、まず中のほうが、特に

木のほうが生い茂ったりしている中で、手をつけにくいところでありますし、間伐をして

いった中で、整備がまだ今はしにくい部分であります。そこのしにくいところを、まず市の

ほうの間伐事業を使いながら重点的に行っていって、外側につきましては、所有者のほうの

間伐事業を用いながら、また、先ほど申しました県の補助事業とか、またほかの事業もあり

ますので、そういったところを利用しながらできないかということで森林組合などと協議を

しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 このことは全国的な問題になっていて、ＣＯＰ21のそういった脱炭素のことになっていま

すが、森林整備をするということで、森林環境税を今徴収されているというところもありま

すので、いずれにしても、外側がだんだん緑が迫ってくるというふうな感覚があります。そ

れは全国です。ただ、やっている市はあります。やっている市は、その区と協力してやって

います。市が高所作業車を出して、そして、剪定をする機械を出して、そして、区の人たち

は、要はそのトラックに伐採したものを載せるだけ。そして、そういった作業をやって、ぴ

しっとなっているところもございます。 

 なので、将来的にはもっとなってきますので、これはまたそういうふうな呼びかけが全国

的にあってくると思いますので、市としてもそういったことを頭に入れてやっていくと。森

林組合との話もありましょうが、そういった話もぼちぼちしながら、そして、要は景観が、

景観といえども、私のところはいろんな岩が見えましたけれども、全部見えません。そして、

森林の中に入って、下が見えていましたけど、何も見えません。今、山はどこにいるか分か

らないような状況です。 

 ですから、脱炭素の取組とか森林環境譲与税が来ている状況とかあるところで、鹿島市の

麓の木々もきれいにしていかねばと思いますので、頭に入れて、どうぞ今後ともよろしくお

願いをいたします。 

 最後に、災害時の避難場所の環境対策ということでお伺いをいたします。 

 いつどこで災害が起きても分からないような状況です。ただ、季節的には、梅雨どきから

10月ぐらいまでの間にそういった大きな災害は起きるだろう、どこで起きるか分からないと

いうときに、避難場所をちゃんとしているかどうかというのは、やはり行政としてきちんと

しておかないかんというふうに思いますが、現在で避難場所はどういったところがあるか、

そして、準備がされているのはどういった部分があるか、お答えをしてください。 

○議長（徳村博紀君） 
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 嶋江総務課長。 

○総務課長（嶋江克彰君） 

 お答えいたします。 

 指定避難所につきましては、備蓄をしております物資ですけれども、食料とか飲料水と

いった基本的なものに加え、避難生活の質を大きく左右するプライバシーや衛生面に配慮し

た品目も揃えております。 

 まず、避難所におけるプライバシーの確保につきましては、災害時に多くの方が一つの空

間で生活をすることから、その確保が大変重要であると認識をしております。 

 そこで、本市では生活スペースを仕切ることのできるパーティションを300張り以上備蓄

しており、必要に応じて速やかに設置できる体制を整えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 避難場所としては公共的なものが結構ありますよね。 

 ただ、これは前回の中村一尭議員もおっしゃっておられましたが、大きな災害があったと

きに、テレビとかを見るときは、体育館とかそういったところに避難をされております。 

 市長の前回の答弁で、今後のそういった重点項目かどうかちょっと分かりませんが、災害

対応というふうな話をちょっとされたのを覚えていますが、この避難場所については、やは

り高齢者とか女性についての気をかけたところが一番ポイントであると思います。 

 そういったところで、先ほどパーティションとかいうふうなこともありましたが、女性の

トイレとか、そういったものも準備がなされているのかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（徳村博紀君） 

 嶋江総務課長。 

○総務課長（嶋江克彰君） 

 お答えいたします。 

 トイレにつきましては、災害時における衛生の確保は、健康面にも直結する重要な課題で

あります。 

 現在、便座を42式準備しており、簡易トイレとして活用できるように備えております。 

 避難所運営においては、多様な立場やニーズに配慮することが欠かせないと考えておりま

す。特に女性をはじめとする全ての方が安心して過ごせるよう、プライバシーに配慮した専

用スペースやトイレの確保を基本方針としております。こうした取組を徹底することで、避

難生活における不安や不便を軽減し、誰もが安心して避難所を利用できる環境づくりに努め

てまいります。 
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 今後におきましても、国や県のガイドライン、鹿島市地域防災計画に基づき、さらには他

自治体の事例も参考としながら、本市の実情に即した備蓄や運営体制の充実を図り、災害時

に市民の皆様が安心して避難生活を送れるよう努めてまいりたいと考えております。 

○議長（徳村博紀君） 

 ３番笠継健吾議員。 

○３番（笠継健吾君） 

 最後に、先ほども言いましたが、中央部にはそういった大きな災害の避難場所がございま

す。空調も効いているということですが、一尭議員も言っておられましたが、東西の体育館

等の大きなところについても空調を入れておかないと、そのときいろんな話を聞きましたが、

学校の教室とかなんとかそういったことも聞きましたが、果たしてそれがいざというときに

どうなのか。高齢者がいる、そういったのはどうなのか。やはりこういった大きなところに、

金はかかっても、災害が来るかどうか、どこに来るか分からん、こっちに来るか分からん、

そういったのは分かっとったでしょうもん、なぜやっていないんですかというふうに私は思

いますので、そういったことを積極的に考えて、このことはお答えをされていますので、こ

のことについては検討して、前向きにやってもらいたいと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

 これをもちまして質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（徳村博紀君） 

 以上で３番議員の質問を終わります。 

 ここで10分程度休憩をします。１時55分から再開いたします。 

午後１時42分 休憩 

午後１時55分 再開 

○議長（徳村博紀君） 

 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。 

 次に、９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 こんにちは。９番議員の松田義太でございます。通告に従いまして一般質問をいたします。 

 今回、私は、１点目に水道事業の維持管理について、２点目に教育環境の充実について、

３点目に市施策のデジタル化の取組について、３つの表題を掲げ、質問をいたします。 

 水道は、毎日の暮らしになくてはならない重要なインフラであります。極端に言えば、水

道の蛇口をひねると、安全が確保された水が出、飲料水として使用することが当たり前であ

ると市民の皆様方は思っておられます。しかし、近年、全国的に水道管の老朽化が進み、漏

水や断水などのトラブルを引き起こすとして問題視されています。水源から採取した水を浄

水場や配水池、水道管を通じて各家庭へ供給するわけですが、水道水には塩素が含まれてい
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ることもあり、施設や管路は時間がたつにつれて腐食するなど、老朽化し、破裂することが

多く、深刻な社会問題となっているため、今後、水道のインフラを守り抜けるかが重要な課

題と考えます。 

 一方、国においては、近年、全国的に地震災害が多発している状況の中、震災時に給水が

特に必要となる施設、例えば、病院、避難所などを重要供給施設と位置づけ、ここに供給す

る管路を重要給水施設管路として優先的に耐震化を図るよう、各自治体に求めているところ

であります。 

 そこで、お尋ねします。現在、当市の水道管の老朽化の状況及び耐震化した管路の延長並

びに耐震化率の状況はどのようになっているのか。特に基幹管路の耐震状況についてお伺い

をいたします。 

 次に、教育環境の充実について。 

 市内小・中学校の特別教室、体育館の空調施設については、今議会の一般質問において、

他の議員より質問があっており、重複する部分もありますが、確認の意味を含め、市内小・

中学校の特別教室、体育館の設置率をそれぞれお知らせください。 

 ２点目に、学校のトイレ整備は、衛生環境の向上や感染症予防には不可欠であります。近

年では、和式トイレの使用を敬遠する声が増えており、特に和式トイレに慣れていない生徒

にとっては洋式化が急務です。現在の生徒たちは自宅や公共施設においても、洋式トイレを

利用する機会がほとんどで、学校内に残る和式トイレの利用率は著しく低下していると考え

られます。現在、市内小・中学校トイレの洋式化率について、それぞれお知らせください。 

 最後に、市施策のデジタル化の取組について。 

 市長の演告にもありましたプレミアム付商品券、「かささぎでGo！」キャンペーン第４弾

についてお伺いいたします。 

 プレミアム付商品券については、今回、紙商品券に加え、新たに電子商品券、かしまんPay

を導入されました。重複した質問になりますが、それぞれの販売実績についてお知らせくだ

さい。 

 次に、「かささぎでGo！」キャンペーン第４弾として、通常価格から割り引いた往復乗車

券及び自由特急券にクーポンをつけたデジタルきっぷが８月１日から販売されていますが、

現在の販売状況などお知らせください。 

 以上で１回目の総括的な質問は終わります。 

 なお、詳細及びその他の項目については、一問一答の中でお伺いしますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（徳村博紀君） 

 執行部の答弁を求めます。中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 
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 それでは、水道施設の状況について御説明いたします。 

 鹿島市の水道管路の全延長は約226キロメートルとなっております。現在の老朽化につき

ましては、現時点で8.87％と低く、老朽化は進んでいない状況です。しかしながら、このま

ま老朽管の更新を行わなかった場合、令和10年度より老朽管が急増し、約10年後には管路の

老朽化率が50％、約100キロ以上が老朽管となると予測されております。このため、管路の

更新が喫緊の課題となっております。 

 また、耐震化の進捗状況につきましては、令和６年２月６日に報じられました佐賀新聞の

記事の中で、この数値は令和３年度決算値でありましたが、水道施設の急所に当たる基幹管

路の耐震化率が2.2％との報道がございました。全国的に見ても低い状況であり、大規模な

災害への備えや市民の安全・安心の確保という観点から、早急な対応が必要な状況です。 

 これらの課題に対応するため、老朽管更新及び耐震化を進めるための財源確保として、令

和６年７月より水道料金の改定を行い、更新に努めているところでございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 私のほうからは鹿島市の小・中学校の特別教室、それから体育館、武道場の空調設備の設

置率、それから洋式トイレの設置率ということでお答えをいたします。 

 小・中学校の特別教室への空調設備の設置率につきましては、小学校で57％、中学校で

47.5％となっております。また、小・中学校の体育館への空調設備の設置率につきましては、

小学校、中学校ともにゼロ％でございます。 

 また、小・中学校のトイレの洋式化率についてですけれども、小学校で51.42％、中学校

で52.41％ということになっております。 

○議長（徳村博紀君） 

 中尾商工観光課長。 

○商工観光課長（中尾美佐子君） 

 私のほうからは鹿島市プレミアム付商品券の申込状況をお伝えいたします。 

 まず、紙版の商品券は、申込数１万6,553冊、金額にしまして82,765千円、申込率は66％

でございます。 

 次に、電子版の商品券は、申込数2,992セット、金額にしまして14,960千円、申込率は12％

でございました。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 田中広報企画課長。 

○広報企画課長（田中美穂君） 
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 私のほうからは「かささぎでGo！」キャンペーン第４弾の販売状況について御報告します。 

 「かささぎでGo！」キャンペーン第４弾となる今年度は博多駅、鳥栖駅、佐賀駅と肥前鹿

島駅間の３種類のデジタルきっぷを造成し、通常の運賃価格から割り引いて販売をしており

ます。 

 第４弾の利用状況としては、販売開始の８月１日から８月31日までの１か月間で367枚が

購入され、うち319枚が８月末までに使用されており、これまで実施した第１弾から第３弾

と比べ、販売開始直後から多くの方が購入、また御利用され、好調な滑り出しとなっており

ます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 それでは、一問一答で質問をしていきたいと思います。 

 まず最初に、水道事業の維持管理について答弁をいただきました。本市の水道管路全延長

が226キロということでお伺いをいたしました。現在の老朽化率については、8.87％という

ことで低いということでありますが、これまでも説明があっておりましたが、今後10年後に

は老朽化が急増をし、老朽化率が50％を超えるということで、水道料金の値上げ等にもつな

がっていると思います。 

 そしてまた、令和６年２月６日に佐賀新聞の記事の中で、令和３年度の決算値であります

が、水道施設の最も大事な部分であります基幹管路の耐震化率が2.2％ということで報道が

されました。これが非常に多くの市民の方の不安につながったと思っております。恐らく市

長と語る会でも、この辺については質問があったのではないかと思いますが、その辺を考慮

されて水道料金の改定を令和６年７月より行われて、現在に至っていると思っております。 

    〔映像モニターにより質問〕 

 その中で、まず最初に、モニターのほうを見ていただいて、こちらの水道施設の基幹管路、

そして重要管路について、少し説明をいただければと思いますので、よろしくお願いをした

いと思います。 

 これが水源地、そして浄水場、配水池、配水本管からそれぞれの基幹への図になりますけ

れども、この部分について、特に2.2％と言われた基幹管路、そして今国が重要管路として

位置づけている部分についての説明をお願いします。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 

 それでは、水道施設の名称等で御説明いたします。 
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 まず、水道施設は機能によって名称がつけられております。鹿島市の水源の全てが井戸で

ございます。この井戸からくみ上げた水を浄水場に送る管路、こちらを導水管となっており

ます。このくみ上げた、浄水場に送られた水を浄水場で、鹿島市の場合は塩素消毒のみを

行って上水としまして配水池に送っております。この配水池、タンクに送る管路が送水管と

申します。配水池にためられた水を各給水区域、最終的には家のほうに送る、配る管が配水

管というふうに申しまして、特に鹿島市では200ミリ以上の配水管を配水本管と申します。

大動脈の管路となってまいります。 

 今申しましたこれらの管路につきましては、地震等の災害で破損等が生じた際は、広域断

水などの重大な影響を引き起こす、水道施設のいわゆる急所となる管路となります。これら

を総称して、基幹管路と申します。 

 佐賀新聞等で報道されました耐震化率は、この部分の耐震化状況を表しております。 

 なお、この基幹管路に加え、大規模な地震災害等が発生しましても、最低限の社会機能を

確保するため、配水本管から公共施設とか避難所等を含む防災拠点へ、そちらと配水本管を

結ぶ配水支管──枝管ですね、のほうを加えたものを重要管路と申しまして、耐震化を進め

るに当たり、まず優先すべき管路の総称としておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 先ほど説明いただきましたけれども、この図でいえば、水源地、鹿島は井戸のほうからと

いう形になっておりますので、こちらから浄水場までの導水管、そして浄水場から各配水池、

そして配水本管という形になりますけれども、こちらが基幹管路ということで説明があった

と思います。 

 また、国が近年、全国的に地震災害が多発をしておりますので、特に指定避難所であった

り、市内の公共機関については、重要管路という形になっていると思いますが、先ほど説明

がありました令和６年２月６日に新聞等で発表されました、基幹管路の耐震化率2.2％とい

うことで令和３年度の決算値でありましたけれども、現在、この耐震化率は何％になってい

るのか、お伺いをいたします。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 

 それでは、耐震化を含めまして更新状況等の御説明をいたします。 

 まず、水道管路の更新につきましては、近年の老朽化や耐震化の課題に対応するため、鹿

島市では、令和５年度に策定いたしました水道施設整備基本計画に基づいて計画的に更新事
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業を進めているところでございます。そのため、令和６年度から事業費を従来、約１億円の

事業費から３億円へと増額し、老朽管路の更新、耐震化を本格的に進めております。 

 次に、令和６年度末時点での更新状況でございます。 

 まず、令和６年度に行った水道管路の更新工事の延長は約3.4キロ、管路全体の老朽化率

は8.87％となっております。 

 次に、水道施設の急所に当たる基幹管路の耐震化率は24.4％と増加しております。基幹管

路の耐震化率が増加した要因でございますが、令和２年度に供用開始いたしました久保山配

水池に合わせて新設いたしました送水管、配水管の形状、それと、土質の特性により従来の

管理に対して耐震性が認められた管路等を見直し、追加を行った結果、耐震化率が向上して

おります。しかし、全国平均に比べますと、まだまだ低い状況でございますので、今後、さ

らなる耐震化率の向上を目指して計画的に更新、耐震化に努めてまいります。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 令和６年度から事業費のほうが約１億円から３億円へ増額をし、耐震化、また管路の更新

に努められているということでありました。 

 また、2.2％と基幹管路の耐震化率は、現在で24.4％という形で上昇をしておりますが、

やっぱりどうしても全国的平均に比べるとまだ低い状況ですので、先ほど答弁がありました

ように、より計画的に、この管路の更新については進めていっていただきたいと思います。 

 この水道施設の老朽化に伴う令和６年度漏水事故、また断水の発生の現状についてお伺い

したいと思います。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 

 それでは、水道施設の老朽化による漏水事故や断水の状況でございますが、令和６年度に

おいて、水道本管の漏水修理件数が14件ございました。 

 なお、漏水事故に伴う断水の状況につきましては、漏水事故が直接原因となる断水は発生

しておりません。ただし、修理作業を行う際に水を止めての作業となりますので、その際に

断水対応を行っております。この断水を行う際は、最小限の範囲で断水を行い、可能な限り

早急に作業を完了し、市民生活への影響を最小限にとどめる努力をしておるところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 
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○９番（松田義太君） 

 水道管の漏水件数については、令和６年度は14件ということで答弁いただきましたけれど

も、この漏水の原因はどのように把握をされておりますか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 

 鹿島市で発生している漏水事故で破損する水道管においては、よくテレビとか報道であっ

ておりますのが鋳鉄管の大きな管路がテレビに映っておりますが、鹿島市においては、塩化

ビニール管の材質の管路の破損がほとんどでございます。 

 この破損する主な原因といたしまして、やはり経年劣化による管材の強度の低下、また車

両等の通行の際に発生する振動の影響、それと管路に異物関係が直接接触する場合などの複

合的な要因の結果、破損が生じておるところでございます。 

 老朽化に伴う漏水事故の件数は、今後、経年劣化が進むにつれて増加が懸念されるところ

でございますので、予防的な更新や計画的な維持管理を行い、漏水事故の発生抑制、断水リ

スクの軽減に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 やはり水道事業については、維持管理を計画的にやっていくことが非常に大事になってく

ると思います。また、全国的に地震によっての被害等もありまして、特に耐震化の取組につ

いても重要視をされております。 

 今後、鹿島市において、このような水道施設の更新、また耐震化の取組についてどのよう

に考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 

 水道施設の更新及び耐震化に関する取組につきましては、令和５年度に鹿島市水道施設整

備基本計画、そして６年度に上下水道耐震化計画を策定しておりまして、それらに基づき、

現在、計画的に進めていく方針としております。 

 これまでの地震災害を教訓とし、市民の安心・安全な生活を確保するために、基幹管路に

加え、防災拠点までの配水支管を加えた重要管路の耐震化をまず優先的に進めているところ

でございます。 

 なお、鹿島市水道施設整備基本計画の中で、基幹管路の耐震化を令和20年度までに完了す

る計画としております。この計画を着実に進行させることで、災害時の給水機能を確保し、
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水道事業の持続性を担保してまいります。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 水道施設の維持管理、耐震化については、するために財源の確保というのが一番になって

くると思います。財源がないからできないということでは済まされませんので、その辺もう

まく考えていかなければならないと思いますが、能登半島地震によって水道事業の老朽化、

また耐震化の問題が浮上しました。国においても、令和６年度から新たな補助事業が取り組

まれております。これまで水道事業については、非常に国の補助は限られていましたが、今

後このような補助制度をうまく活用しながら施設整備に取り組んでいただきたいと思います

が、どうでしょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 

 水道事業の更新とか耐震化に関して、なかなか補助というのが、鹿島市にあるメニューが

なかった状況で、単独費で行っていた状況でございます。 

 議員が申されたとおり、令和６年１月の能登半島の震災を受けて、国のほうが令和６年度

からですが、重要管路の耐震化工事に対して補助事業のメニューを創設されております。鹿

島市では、この補助事業を活用することで、市の財政負担を軽減し、事業を着実に推進して

いるところでございます。 

 このような事業メニューを使いながら、今後も管路の更新、耐震化を計画的に進め、市民

の皆様が安心して水道を利用できる環境づくりに取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 水道施設について、最後の質問をしたいと思います。 

 質問というか、お願いでもありますけれども、水道料金の改定を令和６年７月に行いまし

た。市民の皆さん方に御負担をお願いして水道事業の維持管理についてやっていくというこ

とが主な話であったと思います。県内も水道事業の運営については非常に厳しさを増してお

りますが、なかなか値上げの話はできますけれども、それをできない状況のところもあった

と思います。ですから、この値上げをしたことによって、維持管理がどのくらい進んでいる

のかというのを私は市報であったり、またホームページに掲載をしていただいて、実際値上

げをした分で、このインフラ整備をこのようにしてやっていっているということを市民の皆

さん方に知らせるということは、やはり値上げをして負担をお願いした以上は、そこの情報
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発信はしていただきたいと思います。それがないと、実際2.2％の数字だけが皆さん方の頭

にあって、実際今はどこまでなっているのかということになってくると思いますので、水道

課として、その辺の市民への周知というのをもう一度考えていただきたいと思いますが、ど

うでしょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中村水道課長。 

○水道課長（中村浩一郎君） 

 今回の議員からの一般質問で更新工事等の状況を説明する機会をいただきまして、ありが

たいと思っております。 

 おっしゃるように、市民に対して今の水道工事の進捗状況等の発信は必要と考えておりま

す。市長と語る会の中でもそういった御意見をいただいておりますので、市報とか、そうい

う発表の状況をメディアというか、そういったところをいろいろ検討しながら、ぜひ状況を

お伝えしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 ぜひ透明性がある形で、市民の方々にも発信をしていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、学校施設の空調設備についてお伺いをしたいと思います。 

 これは伊東議員のほうからも質問がありましたけれども、今後の特別教室の空調整備につ

いてということで、令和７年、令和８年度までは一定の答弁があったと思います。その中で、

少しモニターを使って一例を挙げさせていただきたいと思います。 

    〔映像モニターにより質問〕 

 これは市内学校の家庭室、いわゆる調理等をやられるところですけれども、こちらのほう

には空調施設は入っておりません。２枚目ですけれども、扇風機が４台置かれています。こ

ういう形で置かれておりますけれども、これは一例としてお話を聞いたわけですが、やっぱ

り調理等はほかの教室ではできない。結局、これまでの答弁にありましたけれども、普通教

室でも授業が可能な分については対応されて、工夫をされているということでお伺いをして

いますが、中にはこういう形で家庭科の調理等は普通教室ではできない部分があります。実

際オール電化であったり、またオール電化が入っていないところはガス等でもやられており

ますが、そういうのを利用した場合は、やっぱり室温は必ず上昇をします。学校では地域の

皆さん方の協力を得て調理を行われる、そういう事業もやられているところがあると聞いて

います。そういう中で、空調がないと、非常に実際厳しいという意見は聞いています。です

から、理科室であったり、音楽室であったり、こういう施設に関しては、現場の声を最大限、
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今も聞かれていると思いますが、聞いていただいて、空調の特別教室の施設整備については

やっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 学校の特別教室の空調設備について御質問いただいております。 

 特に小学校のほうで理科室、それから家庭科室のほうの特別教室に空調が設置できていな

い状況です。先ほど議員から御紹介いただいたように、学校のほうとも優先順位等お話をさ

せていただきながら進めているところです。 

 理科室につきましては、令和８年度になりますけれども、５つの小学校につく計画をして

おります。ただ、家庭科室については、まだその計画が具体的にはなっておりませんので、

今後も学校とお話をしながら、優先順位を決めていただいて、計画的に設置していきたいと

いうふうに思っているところです。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 ぜひお願いをしたいと思いますが、実際、鹿島市において鹿島市の小・中学校の特別教室

の空調設備の設置なんですけれども、最初の答弁でありましたけれども、小学校が57％、中

学校が53.4％という形でありましたが、実際その目標として、いつぐらいをめどに100％に

より近づけようと考えておられるのか、まずお伺いをしたいと思います。 

○議長（徳村博紀君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 特別教室といいますか、今、設置率というのが、学校ごとに保有している教室数に対して

何部屋つけているかということでお答えをしています。 

 御承知のとおり、少子化が進んでおりまして、本当に今必要な教室が何教室ぐらいあるの

かという部分のところまで正確に把握ができておりません。そこは、うちのほうの施設整備

の担当、それから学校のほうにも御訪問いたしまして、正確な把握をした上で、本当に必要

な教室には設置をしていくというふうな気持ちでおります。 

 また、学校には様々な特性を持ったお子さんもいらっしゃって、そのお子さんたちのため

の少人数の教室もつくる必要があります。そういう意味では、時代とともに、教室の在り方

も変わっているところです。なので、特に御要望あるところについては優先的に設置してい

きたいですし、必要なところには計画的に設置を進めたいというふうに思っています。 
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○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 答弁いただきました。 

 先週、市内の学校を幾つか回らせていただきましたけれども、先週までは、体感としては、

教室に入れば、空調が効いていないところは非常に暑いなというのを感じたところでありま

す。 

 また、学校別で設置が非常に進んでいるところは80％を超えるぐらいの設置率があるんで

すけれども、それが進んでいないところは、東部中でいえば41％であったりとか、ほかの学

校でも40％台ぐらいのもありますので、その辺を考慮されながら取付けに向けて計画的に

やっていただきたいと思います。 

 もう一つですけれども、これは今回の質問の中で非常に多かった体育館の空調設備につい

てですけれども、こちらについて質問をさせていただきたいと思います。 

 これは一例ですけれども、先日、文教厚生産業委員会のほうで市内の若い方々との意見交

換をしました。その中で、ある中学校の保護者が、これは剣道部の保護者でしたけれども、

夏休みの練習時間は20分しかできないと。体育館の中で練習時間は20分と決められているの

でというお話がありました。子供たちのために練習時間を確保しないといけないので、嬉野

市のリバティを借りて利用をしながら、練習をされているという意見があって、一日も早く

市内の体育館でそういう空調施設を整備してもらいたいという声もありました。 

 また、これはずっと鹿島市においては以前からあっています市子連においても、やはり夏

の市子連は子供たちのことを考えれば無理だと、時期をずらそうという形で今回初めて秋に

実施をするような形になっています。こちらも県子連とかもありますので、その影響、また

今まであったイベントをずらすことによっての影響等もありますので、これまでの答弁にあ

りましたけれども、どこかにつけると、どこかの不満とかありましたが、まずは１か所どこ

かに設置をするということを決めた上、設置に向けて動いていただきたいなと思っています。 

 小学校はなかなか難しいのかもしれませんけれども、よければ西部中学校の体育館に設置

をすれば、いろいろな大会であったりとか、また部活動であったりとか、小学校、また一般

の方も使えたりとか、駐車場もそれなりに確保できていますので、その辺を含めて、積極的

に取り組まないといけないんではないかなと私は思いますけれども、いかがですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 小・中学校の体育館のほうに空調の設置をという御意見、今議会でもたくさんいただいて
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いるところです。その中で、佐賀県のほう、かなり設置ができていないということも御報告

をさせていただきました。 

 確かにどっかの学校につけてしまうということになると、ほかの学校との公平性でありま

すとか、部活動でいいますと、外でやっている競技もありますので、じゃ外はどうするんだ

ということもあります。ただ、時代の流れとして、避難所という観点もありながら、例えば、

市民体育館であるとか学校の体育館への空調設置は確かに少しずつ進んできているところで

す。 

 先ほど御紹介いただいた西部中学校につきましても、そう遠くなく長寿命化改良工事が必

要だと思います。西部中は特に長寿命化の工事をやるに当たっては、空調のことも頭に入れ

ながら、ほかの学校のことも考慮しながら検討していきたいというふうに思っているところ

です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 今おっしゃったように、長寿命化も西部中はここ近いうちにやらなければならないところ

でもありますので、それに合わせてということもあります。 

 これは財政課のほうにお聞きをしたいと思います。 

 今回、この体育館等の施設の空調管理について、国では空調設備の臨時交付金というのが

創設を昨年されました。これは補助率は２分の１の補助がついております。補助単価も従来

よりアップをして、平米当たり35千円が53千円と1.5倍になっていると。地方の負担分の

100％に地方債の充当が可能だと。この分については交付税措置も50％あるということであ

ります。 

 これまでの質問で江頭次長のほうからあっておりました、断熱性の確保についての予算、

また体育館空調の光熱費にもかかってくるということでありましたけれども、体育館の空調

光熱費には交付税措置がされるとあります。また、断熱性の確保については、まず空調施設

を整備した後に年をまたいでもいいということで、断熱性の確保についての要件もついてお

ります。 

 このような整備を考えていくならば、恐らく、私は財政課ではありませんから、詳細は分

かりませんけれども、１億円の事業をやった場合に２分の１の負担があれば、約50,000千円

出てきます。ですから、50,000千円の地方負担額に100％の地方債の充当が可能であって、

その分の50％について交付税措置があるとすれば25,000千円、ですから１億円の事業をする

とすれば、実質の地方負担額は25,000千円になると。このような補助、交付金が新設をされ

たならば、ぜひ検討していただきたい。 

 いつも私は財政的な問題で質問をさせていただきますけれども、必ず財政課長は、国の交
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付金、また県の補助金等も活用しながら、そして地方債、特に交付税措置がより優位なもの

を検討しながら財政運営を進めていきたいという答弁をいただいております。そういう意味

において、この空調設備の今回の交付金というのは非常に地方の自治体にとってはやりやす

い環境に持ってきているんではないかと思いますけれども、その辺、財政課長としてはどの

ように考えられますか。 

○議長（徳村博紀君） 

 村田財政課長。 

○財政課長（村田秀哲君） 

 お答えいたします。 

 確かに近年、議員から御紹介あったように、補助金等の制度も創設しております。ただ、

今、教育次長が言ったように、そういうのは事業の優先順位とかを実施計画とかに計上して、

庁内的にこれをやっていこうというのは全体で決めていくことでありますので、確かにそう

いう有利な起債がある分は取り組めますので、優先順位とか有利なものにはなってくるとい

うことで考えております。 

 以上です。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 空調施設については、整備について最後に市長にお伺いをしたいと思います。 

 この空調設備の交付金の期間が、令和６年度から令和15年度ということになっています。

期間が限られていると。恐らくこれから県内の市町でもこれを使ってやっていこうというと

ころがあるとも聞いています。ただ、国の補助はいつも最初は非常に厚い負担でありますけ

れども、途中から財源がないとか、そういうことで２分の１が３分の１になったりとか、後

になればなるほど厳しい要件になってきますので、一番この負担が、また地元の負担が軽減

されるときに、ぜひ１校でもいいですから、まずは鹿島で取り組んでみると、そして子供た

ちに対してやっていくんだというのを見せてもらうことが大事だと思いますので、ぜひ取り

組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（徳村博紀君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 今回、一般質問で体育館の空調については、多くの議員から質問がありました。 

 おっしゃったように、地元の自治体だけでできる事業ではもちろんありませんので、今、

議員が言われたように、国の手厚い交付金、こういうものを活用しながら当然やっていかな

ければいけないと思っております。 
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 もう一つが、まだよその自治体も体育館の空調の整備というのは進んでおりませんので、

当然よそも同じようにやりたいと手を挙げるところがいっぱいあるということを考えれば、

我々も積極的な設備についての考えを持っておかなければいけないと、そういうふうに思っ

ています。 

 どういう形でというのを考えていかなければなりませんが、議員おっしゃったように、世

の中の流れ、いろんな交付金を活用していく、そういうことを総合的に考えてやっていきた

いというふうに思います。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 特に来年度は第八次総合計画、いわゆる市においては一番の上位計画の策定になりますの

で、この辺を考慮に入れながら進めていっていただきたいと思います。 

    〔映像モニターにより質問〕 

 トイレの洋式化についての質問ですが、こちらもちょっとモニターを見ていただきますが、

これが今、洋式化でされているところ、市内の小学校の施設です。こちらが和式ということ

であります。 

 実際私も幾つかここを見に行ったときに、子供たちが利用されるのはほとんど洋式に入ら

れていて、洋式じゃないと、待っておられたというケースもありました。先生方に聞くと、

やっぱり生まれて、そして保育園、幼稚園とか進んでいっても、皆さん洋式ですよね。なか

なか和式はないということで、和式ですることが非常に苦手な子供たちもいるということで、

できるだけ洋式にというお話もありました。 

 実際、休憩時間が10分で、トイレに洋式のほうに並んで授業に間に合わなかった例とかも

あるみたいなので、この辺は早急に担当課としても検討していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 小・中学校の洋式トイレの整備についてお答えをいたします。 

 現状で小学校、中学校ともにおおよそ半分程度が大体洋式のトイレには変わりました。た

だ、トイレの洋式化を進めることにつきましては、松尾市長のほうからも指示を受けている

案件でございます。早期に解消すべき課題というふうに捉えています。 

 今年度につきましては、西部中学校の生徒が利用する校舎のトイレの洋式化を中心に取り

組みました。和式からの変更となる18基の洋式トイレの設置と、既存の洋式の便器の更新を

行っているところです。 



- 231 - 

⿅島市議会会議録 

 今後も、それぞれの学校の子供さんの数に対してトイレの数もありますので、その辺も考

慮しながら、計画的にトイレの洋式化については取り組んでいきたいというふうに考えてい

るところです。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 この洋式化率についても一概には言えませんけれども、数値データとかを見ると、洋式が

一番進んでいるところは88％ぐらいの洋式化率があって、進んでいないところは30％前半と

かありますので、この辺のバランスはよく現場のほうと話をしていただいて、やはり子供た

ちがいつでも利用できる、そういう環境づくりに努めていっていただきたいと思います。 

 最後になります。最後の質問ですけれども、これも伊東市議のほうから質問がありました。

令和６年に用務員が１人体制となりまして、１年半がたっているということになります。こ

れは財政的な問題があって、恐らく当時の削減が6,500千円ぐらいだったかなと思いますけ

れども、やはり１年半がたって、学校の方々にお聞きをすると、敷地面積が広い七浦小学校

とか能古見小学校の管理が１人ではなかなか厳しいという声を聞いております。ほかの学校

施設も一緒だと思うんですが、この辺をもう一度、どのような形で学校管理をやっていくか

というのを私は考えなければならないんじゃないかなと思います。特に七浦小学校とか能古

見小学校は敷地面積が非常に広いですよね。そういう中で、一つの枝だけでも管理も非常に

難しい面があると思いますので、そういう面については外部に委託をするのか、もしくは用

務員が今１人体制になっておりますけれども、そういうところには週に２回とかお願いをし

て２人体制にするとか、その辺の工夫をしないと、やっぱり学校の現場も含めて、非常に難

しいんじゃないかなと思います。特にこれだけ暑いと、用務員が昼出てやってくださいとい

うのも、なかなか現場サイドでは難しいと思いますので、その辺、担当課の見解があればお

聞かせいただければと思います。 

○議長（徳村博紀君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 学校の施設管理が不十分な点が出てきているんじゃないかということの御質問をいただい

ているところですけれども、御紹介いただいたように、小学校の用務員２人体制であったも

のをシルバー人材センターに委託していた分を削減させていただいたところです。当然今ま

でどおりの状況ではありませんので、手が届かない部分も確かに出てきているのは、現場の

ほうからの声も聞いているところです。 

 今年度から新しい予算として、小学校300千円、中学校300千円だと思います。伐採の委託

料を計上して、優先順位をお尋ねしながら、学校ごとに伐採をしていくような予算の確保を
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いたしたところです。そういうところから、緊急性とか安全性を考慮して優先順位を協議し

ながら進めていきたいというふうには考えております。 

 また、予算の有効活用を念頭に置きまして、学校敷地が広かったりとか、山間部とか斜面

を有するなど剪定や除草作業に支障が非常に大きい学校も確かにございます。そこの学校の

ためには、その取組を行うために予算措置がかなうように注力していきたいというふうに

思っているところです。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 用務員が２人いたのが１人になったということで、学校側の負担というのは、先生方を含

め、大きくなっているのは実情だと思います。他市の事例も見ながら、この１人体制へかじ

を切られたと思いますが、しかし、かじを切った後であっても、やはり修正しないといけな

い部分は修正をしないといけないと思います。学校の管理があって初めて、子供たちが安心

で安全な学校生活を送れると思いますので、その辺は教育委員会のほうでまとめていただい

て、財政課としっかり協議をしていただきたいと思います。 

 もう一つ、学校の維持管理を聞いていく中で、桜の木の古木、古い木が市内の学校に非常

に増えてきていると。その中で、多分２か所ぐらいだったですかね、木が折れてという事象

がありました。生徒さんとか、ほかの方に何かけががあったりしていませんが、実際見てみ

ると、本当に古い木が多いということであります。 

 全国的に調べると、やはりこういう木が折れて子供さんたちにけがあったとか、そういう

事例もあるみたいですので、ぜひ一度、現時点において、用務員ができるのか、専門のそう

いうところにお願いをするのかあると思いますが、ぜひ調査、点検というのはしていただい

ていたほうが、私は現場を見ながら思いましたけれども、どうでしょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 江頭教育次長。 

○教育次長（江頭憲和君） 

 お答えをいたします。 

 実は今、松田議員御指摘いただいたことが課内で話題になっておりまして、どういう形で

点検をしたほうがいいのかというところで検討させていただいているところです。これはど

こかの学校ということではなくて、どの学校にもあることですので、その準備といいますか、

検討は進めていきたいというふうに思っているところです。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 
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 ぜひお願いをしたいと思います。 

 繰り返しになりますけれども、学校等の空調設備については、ぜひ担当課としてもしっか

りとした協議、また計画等をお願いしたいと思います。 

 先ほど笠継議員のほうからも質問があっていましたけれども、体育館等は避難所も兼ねて

おりますので、実際、コロナのときに思い出しましたが、コロナのときに台風があって、か

たらいが非常に密になって、そこだけだったというのが鹿島市の弱点とかになっていた部分

もありますので、ぜひ西部中とかほかの学校でそういう空調施設があれば、もう一つの防災

の拠点という形にもなると思いますから、その辺は総合的に考えていただいた上で、空調設

備を今後お願いしたいと思います。 

 最後の質問に行きたいと思います。 

 デジタル化のほうなんですけれども、先ほどプレミアム付商品券のことについて答弁があ

りました。紙ベースが66％、そして電子版が12％ということで答弁ありましたけれども、担

当課として、この検証はどのように考えておられますか。初めて取り組んだ事業が12％しか

売れていないということは、やはり非常に重く受け止めなければならないのではないかと思

いますが、どうでしょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中尾商工観光課長。 

○商工観光課長（中尾美佐子君） 

 プレミアム付商品券の販売状況が思わしくないのではないかということについてお答えい

たします。 

 現時点でのプレミアム付商品券の販売状況については、紙商品券が比較的好調である一方

で、電子商品券の販売率が低めとなっております。これはほかの自治体の先行事例でも同様

の傾向が見られており、特に電子商品券は今回初めての取組であることから、市民の皆様に

とってまだなじみが薄い部分があるものと考えております。ただし、これまでの事例では、

最終的には全ての商品券が売り切れていることも確認しており、２次販売を通じてさらに皆

様に御案内し、購入いただけるよう取り組んでいく所存です。 

 電子商品券の普及促進に関しては、これをきっかけに市民の方々に使いやすさや利便性を

知っていただけるよい機会と捉え、今後、広報や支援体制を強化しながら、取組を進めてま

いります。しかしながら、議員御指摘のとおり、販売状況としては楽観できるものではあり

ませんので、より効果的な対策を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 
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 まず、財源の内訳等ももう一度確認の意味で質問させていただきたいと思います。 

 午前中の中村議員の質問の中で委託費はどのくらいだったかということで、デジタルの部

分については10,000千円ということで答弁があったと思いますが、実際この事業について確

認の意味で質問しますけれども、実質プレミアムの分については１千円の５万セットという

ことで50,000千円で、事務経費はこの事業をする前の文教厚生産業委員会の協議会の資料を

見ますと、事務経費が38,000千円ということでなっておりますけれども、まず、このプレミ

アム付商品券に事務経費として38,000千円の確認と、この事業について国の交付金が、その

ときの資料ですけれども、55,738千円、ふるさと納税基金からの繰入金が32,262千円となっ

ていますが、大体この数字で間違いありませんか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中尾商工観光課長。 

○商工観光課長（中尾美佐子君） 

 プレミアム付商品券の金額についてお答えいたします。 

 今、議員がおっしゃったとおりの金額でございます。全体の事業費としましては88,000千

円、その中の業務委託事務経費としまして38,000千円となっております。システム構築費な

ど電子版に要する費用が大体10,000千円程度、そのほか広報媒体や紙商品券に関する費用、

コールセンターの事務運営費などがかかっております。 

 以上でございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 それでは、少し１つずつ質問したいと思いますが、先ほどおっしゃったように、電子版の

ほうが12％ということになっています。将来的にＤＸを鹿島市として取り組んでいく中で、

また時代の流れ上に、こういう電子版を取り入れていくことは必要だとは思います。しかし、

実際現時点で販売が思わしくなかったのが事実でありまして、その後に、てのひら市役所の

ほうにぽっと第２弾という形で載ってきました。本来であれば、これは市長も議員の経験が

おありなので、好評発売、全部売れましたから第２弾に行きますということだったら分かり

ますけれども、実際売れていない部分についての第２弾を事業としてやるときには、やはり

これだけの88,000千円の事業費でありますので、議会については、販売額であったりとか、

そういうところの情報提供されて、そして第２弾としてこのような形で取り組むけれどもと

いう、そこのプロセスはあってよかったんじゃないかなと思います。正直、てのひら市役所

に入ってきたときに思いました。えっ、第２弾でということと、もう一つは、申込制ではな

いので、これは性悪説に立つとするならば、紙版だったら、恐らく人は何枚でも買えるよう

な形になるんじゃないですかね。自主規制という形で守ってくださいという文面は載ってお
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りましたけれども、いろいろな市内の郵便局であったりとか購買できるところはありますの

で、その辺は逆に不公平感が出てくるのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 中尾商工観光課長。 

○商工観光課長（中尾美佐子君） 

 ２次販売のことについてお答えいたします。 

 ２次販売をするに当たって議会への説明が必要ではなかったのかという御意見についてで

ございます。当初から２次販売をする可能性はあることはこちらとしては思っておりました

ので、その辺りについては２次販売の可能性については、スケジュール感的にこのスケ

ジュールで大体このときに２次販売を始めようというふうなスケジュールを委託業者と組ん

でおりました。そこについては説明の責任、議員の皆様に説明できていなかったことについ

ておわびを申し上げます。 

 あと、今回の紙の商品券については先着順となっておりますので、その辺が性善説に基づ

いているのではないかということですけれども、こちらについては、一旦、申込制をしまし

て、申し込んでいただいた方のチェックをかけて、そして当選発表して引換券をお送りして

おります。第１弾でそこで公平性を担保しておりますので、２次販売については、先着順と

いうところで、皆さんにルールを守って購入していただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 

 このプレミアム付商品券については、確かに市内の皆さん方、また市内の企業、そして商

店の方には経済効果はあるとは思います。ただ、私もこの商品券についていろんな方々と話

をする上で、よく言われたのは、本当にこの物価高等で苦しんでおられる方々、本当に厳し

い方々に行き届かないんではないかということをよく聞きました。４千円で確かに１千円、

25％のプレミアはつくかもしれませんが、実際本当は４千円も出せないという方がおられる

わけで、それがこの現状になっているのではないかと思います。以前取り組まれましたけれ

ども、「まるごと応援券」、こちらについては市内皆さん方に配付をしていただいて、非常

に喜ばれたと思っています。 

 今よくテレビ等であるのは、ここ１年、米の５キロ、10キロのお金が高いと。昨日も見て

回りましたけれども、先日、七浦の千菜市では新米まつりということで４千円を切るという

形で５キロが売られておりましたけれども、実際、小売店で見ると4,500円前後になってい

ると。やっぱり皆さん方、市民にとって大事なのは公平性であったり、平等性であったり、

今みんなが苦しいときであれば、皆さんのところに「まるごと商品券」という形で市が配付



- 236 - 

⿅島市議会会議録 

をして、地域経済をもう少し浮揚させるようなことをやりながら、少し落ち着いてきたとき

にプレミアム商品券でさらに事業者の皆さん方への支援をやっていくという形が私はよかっ

たんではないかなと思っています。 

 そういう意味で、今回、２次販売がありますけれども、自主規制によってかもしれません

が、実際上、また４千円で買える方は買うでしょうし、買えない方は買えないという状況が

あると思いますので、この辺は政策的な判断になりますが、市長にお願いですけれども、少

しその辺を検討していただいて、今後の事業に考えていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（徳村博紀君） 

 松尾市長。 

○市長（松尾勝利君） 

 今、非常に物価が高騰しております。やっぱり言われるように、市民生活にいろいろな影

響が出てきているというふうに私も思っています。物価高騰そのものを自治体だけの力だけ

で抑えることが非常に難しいということで、今、国の重点支援地方交付金、どう活用するか

ということは大変重要なことであるというふうに考えております。 

 住民税非課税世帯の給付につきましては、国の方針の下、実施をしておりますし、本市に

おいても迅速に対応してまいったところです。さらに、本市独自の取組として、学校給食費

の保護者負担金の軽減など、特に影響の大きい世帯への重点的な支援を確保してまいったと

ころです。 

 今回、このプレミアム商品券を発行した経緯、議員も言われましたけど、より経済効果が

大きくなるようにということで、例えば４千円の「助かっ券」を市民に配った場合には、27

千円として180,000千円ぐらいのお金がかかりますし、それにまたいろんな経費がかかって

きます。今回、プレミアム付商品券は発行総額が250,000千円ですので、そのことを考えれ

ば約2.5倍ぐらいの経済効果ということで、我々も市内の事業者、商店の人たちもかなり苦

しいだろうという思いの中で、今回このプレミアム商品券を発行させていただきました。今

すぐにこの物価高騰対策が収まるということは考えられませんので、今後、市民生活がどう

であるのか、そのことも考えながら、今後の支援策についても、我々も考えていきたいとい

うふうに思いますし、もう一つは、やっぱり新しい方向性を持って、このデジタルのやり方

というのも、一定程度、我々も市民の皆さん方に理解をいただきながらやっていくというこ

とも考えていかなければならないというふうに思っておりますので、その両方の側面から、

今後の市民の生活への支援策というのを考えていきたいと思います。 

○議長（徳村博紀君） 

 ９番松田義太議員。 

○９番（松田義太君） 
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 先ほど「まるごと商品券」のお話をさせていただきましたけれども、主要成果の説明書の

中にありましたので、それでいえば、商品券の総額が当時の人口が２万7,399人に１千円の

３枚ということは３千円、これが82,197千円という形になります。恐らくこれに事務費が一

定程度かかっておると思いますが、多分１億円前後でできた事業だと思います。その実質使

用率が98.35％、本当に100％近い人たちがこれを利用されているということは、それだけ市

民の皆さん方にとっては本当にありがたい施策であったと思います。こういう施策を鹿島市

はここ何年か、うまくやっておられたと思います。 

 先ほど確かに時代の方向性という形で、デジタルの分野ということで市長はおっしゃいま

したけれども、実際そこまで、もう少しその前の段階でやれる施策を僕はやらないといけな

かったんじゃないかなと思います。それは物価の高騰、特に米とか、そういうのが本当に市

民の身近な問題だと思いますので、その辺を考慮して今後の施策に取り組んでもらいたいと

思います。 

 もう一つ、担当課の方にですけれども、デジタルを進めないといけないと、消費の喚起と

かあると思いますが、やはり地元の商店、また企業のほうも聞き取り調査をやられて、なぜ

デジタル版が12％ぐらいしか伸びなかったのか、その辺はもう一度検証された上で進めてい

かないと、いや、これは売り切れるまでやりますということはいいんですが、やはりスピー

ド、時間というのは非常に大切だと思いますので、その辺はもう一度、今66％と12％だった

ことの検証をしっかりやっていただいて、次の施策に向けてやっていただければと思います

ので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 今回、水道事業、そして小学校、中学校の空調を含め管理、そしてプレミアム付商品券と

市が今やられているデジタル化の取組について質問しましたが、やはり市民に寄り添うとい

うか、子供たちに寄り添うというか、そういう形での施策にぜひ取り組んでもらいたいと思

いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（徳村博紀君） 

 以上で９番議員の質問を終わります。 

 本日の日程はこれにて終了いたします。 

 次の会議は10月２日午前10時から開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

午後３時15分 散会 

 


